
 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-1 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

(m) ～ (q) （略） 

 

(ｒ) 緊急時対策所 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を

考慮した設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，適切な

措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対

処するために必要な情報を把握できる設備及び再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備す

(m) ～ (q) （略） 

 

(ｒ) 緊急時対策所 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を

考慮した設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に及ぼす影響によ

り，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全機能

を有する施設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。そのために，有毒ガス防護に係る影響評

価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当た

っては，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの

観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を踏ま

え固定源及び可動源を特定する。敷地内の固定源に

対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価

結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るこ

とにより，当該要員を防護できる設計とする。敷地

外の固定源及び敷地内の可動源に対しては，換気設

備の外気の取り入れを遮断する等の対策により，当

該要員を防護できる設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，適切な

措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対

処するために必要な情報を把握できる設備及び再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するために必要な数の

原子力防災組織又は非常時対策組織（以下「非常時

対策組織」という。）の要員を収容できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(m) ～ (q) （略） 

 

(ｒ) 緊急時対策所 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を

考慮した設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，有毒ガスが必要な指示を行う要

員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著し

く低下し，安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，適切な

措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対

処するために必要な情報を把握できる設備及び再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 条第２項の追加

要求事項に対する設計

方針として，緊急時対

策所にとどまる運転員

その他の従事者の対処

能力が有毒ガスにより

著しく低下しない設計

とすることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公開版】



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-2 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

る。また，重大事故等に対処するために必要な数の

原子力防災組織又は非常時対策組織（以下「非常時

対策組織」という。）の要員を収容できる設計とす

る。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いて，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく

線量の低減措置を考慮しなくても，緊急時対策所に

とどまる非常時対策組織の要員の実効線量が７日間

で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いて，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく

線量の低減措置を考慮しなくても，緊急時対策所に

とどまる非常時対策組織の要員の実効線量が７日間

で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

る。また，重大事故等に対処するために必要な数の

原子力防災組織又は非常時対策組織（以下「非常時

対策組織」という。）の要員を収容できる設計とす

る。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いて，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく

線量の低減措置を考慮しなくても，緊急時対策所に

とどまる非常時対策組織の要員の実効線量が７日間

で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-3 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

 

(４) その他の主要な事項 

 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対

策室から構成され，緊急時対策建屋に設置する設計

とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート

造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１階

（一部地上２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図及び第

185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する

事故状態等の把握に必要なデータ並びに環境モニタ

リング設備のモニタリングポスト及びダストモニタ

のデータを把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設

備」に，モニタリングポスト及びダストモニタは，

「チ．放射線管理施設の設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

 

(４) その他の主要な事項 

 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対

策室から構成され，緊急時対策建屋に設置する設計

とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート

造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１階

（一部地上２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図及び第

185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する

事故状態等の把握に必要なデータ並びに環境モニタ

リング設備のモニタリングポスト及びダストモニタ

のデータを把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設

備」に，モニタリングポスト及びダストモニタは，

「チ．放射線管理施設の設備」に記載する。 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に及ぼす影響によ

り，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全機能

を有する施設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。そのために，有毒ガス防護に係る影響評

価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当た

っては，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの

観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を踏ま

え固定源及び可動源を特定する。敷地内の固定源に

対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価

結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るこ

とにより，当該要員を防護できる設計とする。敷地

外の固定源及び敷地内の可動源に対しては，換気設

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

 

(４) その他の主要な事項 

 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合

に，適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室

以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響により，

必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損なわれること

がない設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対

策室から構成され，緊急時対策建屋に設置する設計

とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート

造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１階

（一部地上２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第 184 図及び第

185 図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する

事故状態等の把握に必要なデータ並びに環境モニタ

リング設備のモニタリングポスト及びダストモニタ

のデータを把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設

備」に，モニタリングポスト及びダストモニタは，

「チ．放射線管理施設の設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 条第２項の追加

要求事項に対する設計

方針として，制御室に

とどまる運転員その他

の従事者の対処能力が

有毒ガスにより著しく

低下しない設計とする

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文脈より、データ収集

装置の設計に関する記

載は、居住性の確保に

係る記載の後に記載す

ることが適当であると

判断し，後段に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-4 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び換

気設備を設ける等の措置を講じた設計とするととも

に，重大事故等に対処するために必要な情報を把握

できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備

を設置又は配備する。また，重大事故等に対処する

ために必要な数の非常時対策組織の要員を収容でき

る設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対

し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設けること

により，その機能を喪失しない設計とする。また，

緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがあ

る津波に対して必要な機能が損なわれることがない

よう，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地

点に設置する設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共

通要因によって制御室と同時に機能喪失しない設計

とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，現場作業に従事

した要員による緊急時対策所への汚染の持ち込みを

防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び

脱装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を

設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して

十分な保守性を見込み，冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発

の同時発生において，多段の重大事故等の拡大防止

対策が機能しないことを仮定した場合において，か

つ，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく線

量の低減措置を考慮しない場合においても，緊急時

対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の

機能があいまって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

備の外気の取り入れを遮断する等の対策により，当

該要員を防護できる設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び換

気設備を設ける等の措置を講じた設計とするととも

に，重大事故等に対処するために必要な情報を把握

できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備

を設置又は配備する。また，重大事故等に対処する

ために必要な数の非常時対策組織の要員を収容でき

る設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対

し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設けること

により，その機能を喪失しない設計とする。また，

緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがあ

る津波に対して必要な機能が損なわれることがない

よう，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地

点に設置する設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共

通要因によって制御室と同時に機能喪失しない設計

とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，現場作業に従事

した要員による緊急時対策所への汚染の持ち込みを

防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び

脱装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を

設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して

十分な保守性を見込み，冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発

の同時発生において，多段の重大事故等の拡大防止

対策が機能しないことを仮定した場合において，か

つ，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく線

量の低減措置を考慮しない場合においても，緊急時

対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の

機能があいまって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び換

気設備を設ける等の措置を講じた設計とするととも

に，重大事故等に対処するために必要な情報を把握

できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備

を設置又は配備する。また，重大事故等に対処する

ために必要な数の非常時対策組織の要員を収容でき

る設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対

し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設けること

により，その機能を喪失しない設計とする。また，

緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがあ

る津波に対して必要な機能が損なわれることがない

よう，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地

点に設置する設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共

通要因によって制御室と同時に機能喪失しない設計

とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，現場作業に従事

した要員による緊急時対策所への汚染の持ち込みを

防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び

脱装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を

設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して

十分な保守性を見込み，冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発

の同時発生において，多段の重大事故等の拡大防止

対策が機能しないことを仮定した場合において，か

つ，マスクの着用，交代要員体制等による被ばく線

量の低減措置を考慮しない場合においても，緊急時

対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の

機能があいまって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを

超えない設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-5 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

い設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員に加え，重大事故等による工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常

時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設におい

て事故が同時に発生した場合に対処する要員とし

て， 大360人を収容できる設計とする。また，気

体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出すること

により居住性が確保できなくなるおそれがある場合

は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員など，約50人の要員がとどまることができる設

計とする。 

い設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員に加え，重大事故等による工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常

時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設におい

て事故が同時に発生した場合に対処する要員とし

て， 大360人を収容できる設計とする。また，気

体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出すること

により居住性が確保できなくなるおそれがある場合

は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員など，約50人の要員がとどまることができる設

計とする。 

い設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時におい

て，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員に加え，重大事故等による工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常

時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設におい

て事故が同時に発生した場合に対処する要員とし

て， 大360人を収容できる設計とする。また，気体

状の放射性物質が大気中へ大規模に放出することに

より居住性が確保できなくなるおそれがある場合

は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員など，約50人の要員がとどまることができる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-6 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） 
1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で 100ｍＳｖを超えないよ

うにするために必要な対応手段として，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊

急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋

放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備により，緊急時対策所にと

どまるために必要な居住性を確保する手順を整備する。 

【重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する措置】 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設

備により，必要なパラメータを監視又は収集し，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対処するための対

策の検討を行う手順を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時

対策建屋に整備する。 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理施

設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電により，緊急

時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び実施組織の要

員並びに全社対策組織の一部の要員として 大 360 人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する場合におい

て，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約 50 人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等を整

備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，通常時から維

持，管理する。 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電措置】 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対処するた

めに，代替電源設備からの給電について手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建屋

高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系統の

460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対策所の必要な負荷に給電し

ていることを確認する手順に着手する。 
 

変更なし  
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本文-7 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

緊
急
時
対
策
所
立
ち
上
げ
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
起
動
確
認
手
順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋

電源設備より受電したのち，緊急時対策建屋換

気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策

建屋排風機が自動起動するため，緊急時対策建

屋換気設備の起動確認の手順に着手する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物

質の放出を確認した場合は，居住性を確保する

ため，緊急時対策建屋換気設備の再循環モード

又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧へ

切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰

作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に影響

を及ぼすおそれがある場合は，再循環モードに

切り替える。 

緊
急
時
対
策
所
内
の
酸
素
濃
度
，
二
酸
化

炭
素
濃
度
及
び
窒
素
酸
化
物
濃
度
の
測
定

手
順

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用

を開始した場合は，緊急時対策所の居住性確保

の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順

に着手する。 

 

 

 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋

電源設備より受電したのち，緊急時対策建屋換

気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策

建屋排風機が自動起動するため，緊急時対策建

屋換気設備の起動確認の手順に着手する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物

質の放出を確認した場合は，居住性を確保する

ため，緊急時対策建屋換気設備の再循環モード

又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧へ

切り替える。 

有毒ガスの発生時において，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等の対処能

力が損なわれるおそれがある場合には，緊急時

対策建屋換気設備による外気の取り入れを遮断

することで，当該要員を有毒ガスから防護する

ため再循環モードに切り替える。また，必要に

応じて防護具を着装する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用

を開始した場合は，緊急時対策所の居住性確保

の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順

に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的能力 1.0 の追加要求事項

を受け，緊急時対策所にとどま

る要員の防護に係る手順を追加 
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備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
屋
内
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策所

の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃度）

を行うために，緊急時対策所において可搬型屋

内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ，可

搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用

サーベイメータにより測定する手順に着手す

る。 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，放出する放射

性物質による指示値を確認し，緊急時対策建屋

換気設備の切替操作を行うための判断に使用す

るため，可搬型環境モニタリング設備の可搬型

線量率計及び可搬型ダストモニタにより測定す

る手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 

 

変更なし  
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
放
射
線
防
護
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の 

再
循
環
モ
ー
ド
切
替
手
順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物

質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発生に

より緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすと判

断した場合又は火山の影響による降灰により緊

急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすお

それがある場合に，緊急時対策建屋換気設備を

再循環モードへ切り替える手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト 

に
よ
る
加
圧
手
順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質

が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合

で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇

により居住性の確保ができなくなるおそれがあ

る場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を行う手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ

ト
に
よ
る
加
圧
か
ら
外
気
取
入

加
圧
モ
ー
ド
へ
の
切
替
手
順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備等の指示値が上昇した後に，

下降に転じ，さらに安定的な状態になり，周辺

環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへ切り替える手順に着手

する。 

 

 

 

 

 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物

質の放出を確認した場合，有毒ガスの発生によ

り緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合又は火山の影響による降灰により緊急

時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそ

れがある場合に，緊急時対策建屋換気設備を再

循環モードへ切り替える手順に着手する。 

 

 

 

 
再循環モードにおいて，気体状の放射性物質

が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合

で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇

により居住性の確保ができなくなるおそれがあ

る場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を行う手順に着手する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備等の指示値が上昇した後に，

下降に転じ，さらに安定的な状態になり，周辺

環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへ切り替える手順に着手

する。 

 

 

 

換気設備の隔離が，有毒ガス全

般に対応するものであることが

明確となるように記載を変更 
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備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

緊
急
時
対
策
所
に
お
け
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の 

情
報
収
集
手
順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等

が，情報把握計装設備による情報伝送準備が

できるまでの間，通信連絡設備により，必要

なパラメータの情報を収集し，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討

を実施する手順に着手する。 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
情
報
把
握
設
備 

に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
手
順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順に着手する。 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等が，情

報把握計装設備による情報伝送準備ができるま

での間，通信連絡設備により，必要なパラメー

タの情報を収集し，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握するとともに，重大事故等

に対処するための対策の検討を実施する手順に

着手する。 

有毒ガス発生時には，通信連絡設備により認

知し，緊急時対策建屋換気設備による外気の取

り込みを遮断する手順に着手する。 
 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備による有毒ガスを

検知して緊急時対策所の居住性

を確保するための手順を追加 

 

 

 

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-11 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の 

対
策
の
検
討
に
必
要
な
資
料
の
整
備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更新した場

合は資料の差し替えを行い，常に 新となるよう通

常時から維持，管理する。 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中

央制御室，屋内外の作業場所，国，原子力規制委員

会，青森県，六ヶ所村等の再処理施設の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う手順に

着手する。 

 

変更なし  

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-12 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

放
射
線
管
理
用
資
機
材
（
個
人
線
量
計
及
び
防
護
具
類
） 

及
び
出
入
管
理
区
画
用
資
機
材
の
維
持
管
理
等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，支援組織の要員が応

急復旧対策の検討，実施等のために屋外で作業を

行う際，当該要員は個人線量計及び防護具類を着

用する。 

 

 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援が

なくとも非常時対策組織の要員が使用するのに十

分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計及び

防護具類）及び緊急時対策所への汚染の持ち込み

を防止するため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体の汚染検査並びに除染作業ができ

る区画（以下「出入管理区画」という。）におい

て使用する出入管理区画用資機材を配備するとと

もに，通常時から維持，管理する。重大事故等時

には，放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類），出入管理区画用資機材の使用及び管理を

適切に行い，十分な放射線管理を行う手順に着手

する。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染

したような状況及び有毒ガスが発生した状況下に

おいて，支援組織の要員が応急復旧対策の検討，

実施等のために屋外で作業を行う際，当該要員は

個人線量計及び防護具類を着用する。 

 

 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援が

なくとも非常時対策組織の要員が使用するのに十

分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計及び

防護具類）及び緊急時対策所への汚染の持ち込み

を防止するため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体の汚染検査並びに除染作業ができ

る区画（以下「出入管理区画」という。）におい

て使用する出入管理区画用資機材を配備するとと

もに，通常時から維持，管理する。重大事故等時

には，放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類），出入管理区画用資機材の使用及び管理を

適切に行い，十分な放射線管理を行う手順に着手

する。 

 

 

 

有毒ガス防護として防

護具類を使用すること

を明確にするための記

載を追加 

 

 

 

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-13 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用
手
順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，出入管理区画を設置

する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱装エ

リア，放射性物質による要員又は物品の汚染の有

無を確認するためのサーベイエリア及び汚染を確

認した際に除染を行う除染エリアを設け，非常時

対策組織の要員が汚染検査及び除染を行うととも

に，出入管理区画の汚染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置

し，除染はアルコールワイプや生理食塩水での拭

き取りを基本とするが，拭き取りにて除染ができ

ない場合は，簡易シャワーにて水洗いによる除染

を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じ

て紙タオルへ染み込ませる等により固体廃棄物と

して廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯し

た場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に保

管する。 

緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
の
切
替
手
順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する

等，切り替えが必要となった場合は，緊急時対策

建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊急時対

策建屋フィルタユニットを待機側に切り替える手

順に着手する。 

 

 

変更なし  

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-14 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

飲
料
水
，
食
料
等
の
維
持
管
理 

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等が重大事故等の発生後，少な

くとも外部からの支援なしに７日間，活動

するために必要な飲料水，食料等を備蓄す

るとともに，通常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，

食料等の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理

として，適切な頻度で緊急時対策所内の空

気中放射性物質濃度の測定を行い，飲食し

ても問題ない環境であることを確認する。 

 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
措
置 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されてい

る状態において，外部電源が喪失した場合は，緊急

時対策建屋用発電機が自動起動し，緊急時対策建屋

高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線に自動で

接続し，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋

情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)

を確認した場合は，事前の対応作業として,除灰作業

の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業

を実施し，緊急時対策建屋用発電機の運転に影響を

及ぼすおそれがある場合は，給気フィルタの交換を

行う。 

 

変更なし  

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-15 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，緊急時対策建屋用発電機を

用いて緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

また，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機を用いて，可搬型線量率

計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置へ給

電する。 

燃
料
給
油 

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時対策建屋電

源設備の燃料補給設備の重油貯槽より補給する。 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機の配慮す

べき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に関する手

順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 

 

 

変更なし  

 

  



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
 

本文-16 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

第６表 重大事故等対策における操作の成立性(13/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊急時対策建屋換気設備の起
動確認 

本部長 １人 
５分 
以内 

11 時間 非常時対策組織
の要員 

２人 

緊急時対策所内の酸素濃度，二
酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃
度の測定 

本部長 １人 
10 分 
以内 

24 時間 非常時対策組織
の要員 

２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備
（可搬型屋内モニタリング設
備）の測定 

本部長 １人 
10 分 
以内 

11 時間 非常時対策組織
の要員 

２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備
（可搬型環境モニタリング設
備）の測定 

実施責任者 １人 

１時間 
以内 

11 時間 

放射線対応班長 １人 

建屋外対応班長 １人 
放射線対応班の

班員 
２人 

建屋外対応班の
班員 

３人 

緊急時対策建屋換気設備の再循
環モード切り替え 

本部長 １人 
１時間 40 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに
よる加圧 

本部長 １人 
45 分 
以内 

※２ 非常時対策組織
の要員 

２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに
よる加圧から外気取入加圧モー
ドへの切り替え 

本部長 １人 
２時間 30 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋情報把握設備に
よるパラメータの監視 

本部長 １人 
５分 
以内 

※２ 非常時対策組織
の要員 

２人 

重大事故等に対処するための対
策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊
急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替
えを行い，常に 新となるよう通常時から維持，管理する。 

放射線管理用資機材（個人線量
計及び防護具類）及び出入管理
区画用資機材の維持管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常時対策組織の要員が
使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計
及び防護具類）及び出入管理区画において使用する出入管理
区画用資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理
し，重大事故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区画
用資機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放射線管理を
行う。 

出入管理区画の設置及び運用 
本部長 １人 

１時間 
以内 

11 時間 非常時対策組織
の要員 

３人 

緊急時対策建屋換気設備の切り
替え 

本部長 １人 
１時間 
以内 

※２ 非常時対策組織
の要員 

２人 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重
大事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日
間，活動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するととも
に，通常時から維持，管理する。 
重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を適

切に運用する。 

緊急時対策建屋用発電機による
給電 

本部長 １人 
５分 
以内 

※１ 非常時対策組織
の要員 

２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 
※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

 

変更なし  

 

  





 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-2 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

設置又は配備する。 
 

 

 

設置又は配備する。 

第２項について 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影

響により，当該要員の対処能力が著しく低下し

ないよう，当該要員が緊急時対策所内にとどま

り，事故対策に必要な指示を行うことができる

設計とする。 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガ

スが当該要員に及ぼす影響により，当該要員の

対処能力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設計とす

る。そのために，有毒ガス防護に係る影響評価

を実施する。敷地内の固定源に対しては，当該

要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒

ガス防護のための判断基準値を下回ることによ

り，当該要員を防護できる設計とする。敷地外

の固定源及び敷地内の可動源に対しては，換気

設備の外気の取り入れを遮断する等の対策によ

り，当該要員を防護できる設計とする。 
 

設置又は配備する。 

第２項について 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響 によ

り，必要な指示を行う要員の対処能力が著しく

低下しないよう，当該要員が緊急時対策所内に

とどまり，事故対策に必要な指示を行うことが

できる設計とする。 

 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガ

スが当該要員に及ぼす影響により，当該要員の

対処能力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設計とす

る。 

そのために，有毒化学物質の性状，貯蔵量，

貯蔵状況等を踏まえ，有毒ガスが大気中に多量

に放出されるかの観点から，固定施設及び可動

施設を特定し，有毒ガス防護に係る影響評価を

実施する。 

緊急時対策所は，有毒ガスが発生した場合に

は，換気設備の外気の取り入れを遮断すること

により必要な指示を行う要員を防護できる設計

とする。また，必要に応じて着装できるよう防

護具を配備する。 

緊急時対策所は，通信連絡設備による連絡で

有毒ガスの発生を認知できる設計とする。 

 

【補足説明資料２-４】 

 

 
 

 

第 26 条第２項の追加

要求事項に対する設計

方針として，緊急時対

策所にとどまる要員の

対処能力が有毒ガスに

より著しく低下しない

設計とすることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-3 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定に

より設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場合

においても当該重大事故等に対

処するための適切な措置が講じ

られるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適

切な措置を講じたものである

こと。 

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備

を設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設

備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等

に対処するために必要な数の要

員を収容することができるもの

でなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満

たす緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を

講じた設備を整えたものをい

う。 

一 基準地震動による地震力

に対し、免震機能等によ

1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定に

より設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場合

においても当該重大事故等に対

処するための適切な措置が講じ

られるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適

切な措置を講じたものである

こと。 

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備

を設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設

備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等

に対処するために必要な数の要

員を収容することができるもの

でなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満

たす緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を

講じた設備を整えたものをい

う。 

一 基準地震動による地震力

に対し、免震機能等によ

1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定に

より設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場合

においても当該重大事故等に対

処するための適切な措置が講じ

られるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適

切な措置を講じたものである

こと。 

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備

を設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設

備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等

に対処するために必要な数の要

員を収容することができるもの

でなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満

たす緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を

講じた設備を整えたものをい

う。 

一 基準地震動による地震力

に対し、免震機能等によ

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-4 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

り、緊急時対策所の機能

を喪失しないようにする

とともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は

共通要因により同時に機

能喪失しないこと。 

三 緊急時対策所は、代替電

源設備からの給電を可能

とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊

急時対策所の電源設備

は、多重性又は多様性を

有すること。 

四 居住性が確保されるよう

に、適切な遮蔽設計及び

換気設計を行うこと。 

五 緊急時対策所の居住性に

ついては、以下に掲げる

要件を満たすものをい

う。 

① 想定する放射性物質の

放出量等は、想定され

る重大事故に対して十

分な保守性を見込んで

設定すること。 

② プルーム通過時等に特

別な防護措置を講じる

場合を除き、対策要員

は緊急時対策所内での

マスクの着用なしとし

て評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨ

ウ素剤の服用、仮設設

備等を考慮しても良

い。ただし、その場合

は、実施のための体制

を整備すること。 

り、緊急時対策所の機能

を喪失しないようにする

とともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は

共通要因により同時に機

能喪失しないこと。 

三 緊急時対策所は、代替電

源設備からの給電を可能

とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊

急時対策所の電源設備

は、多重性又は多様性を

有すること。 

四 居住性が確保されるよう

に、適切な遮蔽設計及び

換気設計を行うこと。 

五 緊急時対策所の居住性に

ついては、以下に掲げる

要件を満たすものをい

う。 

① 想定する放射性物質の

放出量等は、想定され

る重大事故に対して十

分な保守性を見込んで

設定すること。 

② プルーム通過時等に特

別な防護措置を講じる

場合を除き、対策要員

は緊急時対策所内での

マスクの着用なしとし

て評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨ

ウ素剤の服用、仮設設

備等を考慮しても良

い。ただし、その場合

は、実施のための体制

を整備すること。 

り、緊急時対策所の機能

を喪失しないようにする

とともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は

共通要因により同時に機

能喪失しないこと。 

三 緊急時対策所は、代替電

源設備からの給電を可能

とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊

急時対策所の電源設備

は、多重性又は多様性を

有すること。 

四 居住性が確保されるよう

に、適切な遮蔽設計及び

換気設計を行うこと。 

五 緊急時対策所の居住性に

ついては、以下に掲げる

要件を満たすものをい

う。 

① 想定する放射性物質の

放出量等は、想定され

る重大事故に対して十

分な保守性を見込んで

設定すること。 

② プルーム通過時等に特

別な防護措置を講じる

場合を除き、対策要員

は緊急時対策所内での

マスクの着用なしとし

て評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨ

ウ素剤の服用、仮設設

備等を考慮しても良

い。ただし、その場合

は、実施のための体制

を整備すること。 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-5 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

④ 判断基準は、対策要員

の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない

こと。 

六 緊急時対策所の外側が放

射性物質により汚染した

ような状況下において、

緊急時対策所への汚染の

持込みを防止するため、

モニタリング、作業服の

着替え等を行うための区

画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故

等に対処するために必要な数

の要員」とは、第１項第１号

に規定する「重大事故等に対

処するために必要な指示を行

う要員」に加え、少なくとも

重大事故等による工場等外へ

の放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための必要な数

の要員を含むものをいう。 

 
 

④ 判断基準は、対策要員

の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない

こと。 

六 緊急時対策所の外側が放

射性物質により汚染した

ような状況下において、

緊急時対策所への汚染の

持込みを防止するため、

モニタリング、作業服の

着替え等を行うための区

画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故

等に対処するために必要な数

の要員」とは、第１項第１号

に規定する「重大事故等に対

処するために必要な指示を行

う要員」に加え、少なくとも

重大事故等による工場等外へ

の放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための必要な数

の要員を含むものをいう。 

 
 

④ 判断基準は、対策要員

の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない

こと。 

六 緊急時対策所の外側が放

射性物質により汚染した

ような状況下において、

緊急時対策所への汚染の

持込みを防止するため、

モニタリング、作業服の

着替え等を行うための区

画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故

等に対処するために必要な数

の要員」とは、第１項第１号

に規定する「重大事故等に対

処するために必要な指示を行

う要員」に加え、少なくとも

重大事故等による工場等外へ

の放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための必要な数

の要員を含むものをいう。 

 
 

 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当

該重大事故等に対処するために適切な措置が

講じられるよう，次に掲げる重大事故等対処

設備を設ける設計とする。 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として，緊急時対策建

屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備を設置又は配備する。ま

た，緊急時対策所の機能を維持するために必

要な設備に電源を供給するため，多重性を有

 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当

該重大事故等に対処するために適切な措置が

講じられるよう，次に掲げる重大事故等対処

設備を設ける設計とする。 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として，緊急時対策建

屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備を設置又は配備する。ま

た，緊急時対策所の機能を維持するために必

要な設備に電源を供給するため，多重性を有

 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当

該重大事故等に対処するために適切な措置が

講じられるよう，次に掲げる重大事故等対処

設備を設ける設計とする。 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよう，居住性

を確保するための設備として，緊急時対策建

屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備を設置又は配備する。ま

た，緊急時対策所の機能を維持するために必

要な設備に電源を供給するため，多重性を有
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添六-6 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

する電源設備を設置する。 

 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力

に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に

設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。また，緊急時対策建屋は，大きな

影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に設

置する設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要

因により制御室と同時にその機能を喪失しな

いよう，制御室に対し独立性を有する設計と

するとともに，制御室からの離隔距離を確保

した場所に設置又は配備する設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設

備及び緊急時対策建屋換気設備の機能とあい

まって，緊急時対策所にとどまる非常時対策

組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを

超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，現

場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画を設ける設計

とする。 

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示が

できるよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報把

握設備を設置する。 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡できるようにするため，

通信連絡設備を設置又は配備する。 

 第２項について 

する電源設備を設置する。 

 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力

に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に

設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。また，緊急時対策建屋は，大きな

影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に設

置する設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要

因により制御室と同時にその機能を喪失しな

いよう，制御室に対し独立性を有する設計と

するとともに，制御室からの離隔距離を確保

した場所に設置又は配備する設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設

備及び緊急時対策建屋換気設備の機能とあい

まって，緊急時対策所にとどまる非常時対策

組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを

超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，現

場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画を設ける設計

とする。 

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示が

できるよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報把

握設備を設置する。 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡できるようにするため，

通信連絡設備を設置又は配備する。 

 第２項について 

する電源設備を設置する。有毒ガスが発生し

た場合に，必要に応じて着装できるよう防護

具を配備する。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力

に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に

設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。また，緊急時対策建屋は，大きな

影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に設

置する設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要

因により制御室と同時にその機能を喪失しな

いよう，制御室に対し独立性を有する設計と

するとともに，制御室からの離隔距離を確保

した場所に設置又は配備する設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設

備及び緊急時対策建屋換気設備の機能とあい

まって，緊急時対策所にとどまる非常時対策

組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，現

場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画を設ける設計

とする。 

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示が

できるよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報把

握設備を設置する。 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡できるようにするため，

通信連絡設備を設置又は配備する。 

 第２項について 

有毒ガス防護として防

護具類を配備すること

を追記 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-7 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う支援組織の要員に加

え，重大事故等の対策活動を行う実施組織の

要員を収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技

術的助言を行う「技術支援組織」及び実施組

織が重大事故等対策に専念できる環境を整え

る「運営支援組織」であり，以下「支援組

織」という。 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う支援組織の要員に加

え，重大事故等の対策活動を行う実施組織の

要員を収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技

術的助言を行う「技術支援組織」及び実施組

織が重大事故等対策に専念できる環境を整え

る「運営支援組織」であり，以下「支援組

織」という。 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う支援組織の要員に加

え，重大事故等の対策活動を行う実施組織の

要員を収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技

術的助言を行う「技術支援組織」及び実施組

織が重大事故等対策に専念できる環境を整え

る「運営支援組織」であり，以下「支援組

織」という。 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-8 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の

情報の把握等，適切な措置をとるため，制御室以外

の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時対策所は，

異常等に対処するために必要な指示を行うための要

員等を収容でき，必要な期間にわたり安全にとどま

ることができることを確認するため，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基

準事故に対処するために必要な再処理施設の情報を

収集する設備として，データ収集装置及びデータ表

示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所

との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置

及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性が損なわれないよ

う，十分な収容人数等を確保した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の

情報の把握等，適切な措置をとるため，制御室以外

の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時対策所は，

異常等に対処するために必要な指示を行うための要

員等を収容でき，必要な期間にわたり安全にとどま

ることができることを確認するため，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計

基準事故に対処するために必要な再処理施設の情報

を収集する設備として，データ収集装置及びデータ

表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所

との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置

及び専用回線電話を設置又は配備する。 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に及ぼす影響によ

り，当該要員の対処能力が著しく低下しないよう，

当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に

必要な指示を行うことができる設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性が損なわれないよ

う，十分な収容人数等を確保した設計とする。 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の

情報の把握等，適切な措置をとるため，制御室以外

の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時対策所は，

異常等に対処するために必要な指示を行うための要

員等を収容でき，必要な期間にわたり安全にとどま

ることができるをこと確認するため，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基

準事故に対処するために必要な再処理施設の情報を

収集する設備として，データ収集装置及びデータ表

示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所

との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置

及び専用回線電話を設置又は配備する。 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響により，

必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低下しな

いよう，当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事

故対策に必要な指示を行うことができる設計とす

る。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性が損なわれないよ

う，十分な収容人数等を確保した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第26条第２項の追加要

求事項に対する設計方

針として，緊急時対策

所にとどまる要員の対

処能力が有毒ガスによ

り著しく低下しない設

計とすることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-9 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場

合において，適切な措置を行うために必要な要

員を収容し，必要な期間にわたり安全に滞在で

きる設計とする。 

 (２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等が

とどまることができることを確認するため，可

搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

 (３) 緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず

異常等に対処するために必要な放射線環境の情

報及び再処理施設の情報が収集できる設計とす

る。 

 (４) 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な

場所との通信連絡を行うため，統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，データ伝送設備，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，ページング装置及び専用回線電話を

設置又は配備する。 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，

設計基準事故が発生した場合においても，対策

活動ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性が損なわ

れないよう，十分な収容人数等を確保した設計

とする。 

 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場

合において，適切な措置を行うために必要な要

員を収容し，必要な期間にわたり安全に滞在で

きる設計とする。 

 (２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等が

とどまることができることを確認するため，可

搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

 (３) 緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず

異常等に対処するために必要な放射線環境の情

報及び再処理施設の情報が収集できる設計とす

る。 

 (４) 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な

場所との通信連絡を行うため，統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，データ伝送設備，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，ページング装置及び専用回線電話を

設置又は配備する。 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，

設計基準事故が発生した場合においても，対策

活動ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性が損なわ

れないよう，十分な収容人数等を確保した設計

とする。 

 (６) 緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影

響により，当該要員の対処能力が著しく低下し

ないよう，当該要員が緊急時対策所内にとどま

り，事故対策に必要な指示を行うことができる

設計とする。 

 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合

において，適切な措置を行うために必要な要員を

収容し，必要な期間にわたり安全に滞在できる設

計とする。 
 (２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等がと

どまることができることを確認するため，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計を配備する。 

 (３) 緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず異

常等に対処するために必要な放射線環境の情報及

び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

 (４) 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場

所との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム，データ伝送設備，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ペ

ージング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，設

計基準事故が発生した場合においても，対策活動

ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性が損なわれ

ないよう，十分な収容人数等を確保した設計とす

る。 

 (６)  緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低

下しないよう，当該要員が緊急時対策所内にとど

まり，事故対策に必要な指示を行うことができる

ようにするため，換気設備を設置する設計とす

る。また，必要に応じて着装できるよう防護具を

配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 条第２項の追加

要求事項に対する設計

方針として，緊急時対

策所にとどまる要員の

対処能力が有毒ガスに

より著しく低下しない

設計とすることを記載 

 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

 緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表

(1)に示す。 

  緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕様を第

9.16－１表(2)に示す。 

 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

 緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表

(1)に示す。 

  緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕様を第

9.16－１表(2)に示す。 

 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

 緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表(1)

に示す。 

  緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕様を第9.1

6－１表(2)に示す。 
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＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

第 9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～9.0ｐｐｍ 

 

２．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数    ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

ｂ)    データ表示装置 

第 9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップ

を２台） 

測定範囲    0.0～9.0ｐｐｍ 

 

２．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数    ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

ｂ)    データ表示装置 

第 9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 

１．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバ

ックアップを２台） 

容  量    約 63,500ｍ３／ｈ／台 

ｂ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

数  量    １式 

ｃ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

面  数    １ 

 

 

２．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２

台） 

測定範囲    0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２

台） 

測定範囲    0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２

台） 

測定範囲    0.0～9.0ｐｐｍ 

 

３．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数    ２（予備として故障時のバッ

クアップを１台） 

ｂ)    データ表示装置 

台  数    ２（予備として故障時のバ

 

有毒ガス防護として換

気設備を安全機能を有

する施設として明確化 
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備考 

台  数    ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

 

台  数    ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

 

ックアップを１台） 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-12 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行

うための要員が，必要な期間にわたり安全に滞在

できるよう，緊急時対策所を設置する。 

緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設備を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行

うための要員が，必要な期間にわたり安全に滞在

できるよう，緊急時対策所を設置する。 

緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設備を設け

る。 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響に

より，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全

機能を有する施設の安全機能が損なわれることが

ない設計とする。そのために，有毒ガス評価ガイ

ドを参考とし，有毒ガス防護に係る影響評価を実

施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たって

は，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観

点から，有毒化学物質の揮発性等の性状，貯蔵

量，建屋内保管，換気等の貯蔵状況等を踏まえ，

敷地内及び中央制御室から半径10ｋｍ以内にある

敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定す

る。敷地内の固定源に対しては，当該要員の吸気

中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回ることにより，当該要員を

防護できる設計とする。敷地外の固定源及び敷地

内の可動源に対しては，通信連絡設備による連

絡，換気設備の外気の取り入れの遮断，防護具の

着用等の対策により，当該要員を防護できる設計

とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行

うための要員が，必要な期間にわたり安全に滞在

できるよう，緊急時対策所を設置する。 

緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設備を設け

る。 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低

下し，安全機能を有する施設の安全機能が損なわ

れることがない設計とする。 

そのために，有毒ガス評価ガイドを参考とし，

有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガ

ス防護に係る影響評価に当たっては，有毒化学物

質の性状，貯蔵量，貯蔵状況等を踏まえ，有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるかの観点から敷地

内及び中央制御室から半径10ｋｍ以内にある敷地

外の固定施設並びに敷地内の可動施設を特定す

る。 

緊急時対策所は，有毒ガスが発生した場合に

は，換気設備の外気の取り入れを遮断することに

より必要な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。また，必要に応じて着装できるよう防護具を

配備する。 

緊急時対策所は，通信連絡設備による連絡で有

毒ガスの発生を認知できる設計とする。 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 条第２項の追加

要求事項に対する設計

方針として，緊急時対

策所にとどまる要員の

対処能力が有毒ガスに

より著しく低下しない

設計とすることを記載 
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備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行う

ための要員が，対策本部室にとどまることができる

環境にあることを確認するため，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

(３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制

御室内の運転員を介さずに，異常状態等を正確，か

つ，速やかに把握するために必要な放射線環境の情

報及び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図

を第9.16－１図に示す。 

(４) 通信連絡設備 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場

所との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム，データ伝送設備，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ペ

ージング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 

設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行う

ための要員が，対策本部室にとどまることができる

環境にあることを確認するため，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

(３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制

御室内の運転員を介さずに，異常状態等を正確，か

つ，速やかに把握するために必要な放射線環境の情

報及び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図

を第9.16－１図に示す。 

(４) 通信連絡設備 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場

所との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム，データ伝送設備，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ペ

ージング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 

設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整

 (２) 緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスが及ぼす影

響により，必要な指示を行う要員の対処能力が著し

く低下しないよう，緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制御盤を

設置する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスの発生時に

おいて、必要な要員の対処能力が損なわれるおそれ

がある場合には，再循環モードとして，緊急時対策

建屋換気設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

後，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋の空

気を再循環できる設計とする。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパを使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態等を

確認するため，監視制御盤を使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概略図を第9.16-１

図に示す。 

有毒ガス防護として換

気設備を安全機能を有

する施設として明確化 

 

 

 

 

 

 

 (３) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行う

ための要員が，対策本部室にとどまることができる

環境にあることを確認するため，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

(５) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制

御室内の運転員を介さずに，異常状態等を正確，か

つ，速やかに把握するために必要な放射線環境の情

報及び再処理施設の情報が収集できる設計とする。 

データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図

を第9.16－２図に示す。 

(６) 通信連絡設備 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所

との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置

及び専用回線電話を設置又は配備する。 

設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整理

する。 
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理する。 理する。 
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備考 

9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

  緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合に

おいても，当該重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができるよう，

居住性を確保するための設備として適切な遮蔽設

備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた設計

とするとともに，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる設備及び再処理施設の内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設置又は配備する。また，

重大事故等に対処するために必要な数の非常時対

策組織の要員を収容できる設計とする。 

  緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時

対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，

緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放

射線計測設備を設置又は配備する。 

  重大事故等に対処するために必要な情報を把握

することができるよう，緊急時対策建屋情報把握

設備を設置する。また，重大事故等が発生した場

合においても再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うための設備とし

て通信連絡設備を設置又は配備する。 

  外部電源が喪失した場合に，重大事故等に対処

するために必要な電源を確保するため，緊急時対

策建屋電源設備を設置する。 

  緊急時対策所は，非常時対策組織の要員等が緊

急時対策所に７日間とどまり重大事故等に対処す

るために必要な数量の食料，その他の消耗品及び

汚染防護服等並びにその他の放射線管理に使用す

る資機材等（以下「放射線管理用資機材」とい

う。）を配備する。 

  緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
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備考 

急時対策建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。また，緊急時対策建屋

は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し

て必要な機能が損なわれることがないよう，標高

約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に設置

する設計とする。 

  緊急時対策所は，独立性を有することにより，

共通要因によって制御室と同時に機能喪失しない

設計とする。 

  緊急時対策建屋電源設備は，多重性を有する設

計とする。 

  緊急時対策所は，緊急時対策所にとどまる非常

時対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。 

 

急時対策建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。また，緊急時対策建屋

は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し

て必要な機能が損なわれることがないよう，標高

約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に設置

する設計とする。 

  緊急時対策所は，独立性を有することにより，

共通要因によって制御室と同時に機能喪失しない

設計とする。 

  緊急時対策建屋電源設備は，多重性を有する設

計とする。 

  緊急時対策所は，緊急時対策所にとどまる非常

時対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。 

 

急時対策建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。また，緊急時対策建屋
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する設計とする。 

  緊急時対策所は，独立性を有することにより，

共通要因によって制御室と同時に機能喪失しない

設計とする。 

  緊急時対策建屋電源設備は，多重性を有する設

計とする。 

  緊急時対策所は，緊急時対策所にとどまる非常

時対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。 

 

9.16.2.3 主要設備の仕様 

  緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－２表

(1)に示す。 

  緊急時対策所の放射線管理施設の概略仕様を第

9.16－２表(2)に示す。 

  緊急時対策所の通信連絡設備及び代替通信連絡

設備の概略仕様を第9.16－２表(3)に示す。 
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第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様

（重大事故等対処設備） 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

外部遮蔽    厚さ 約1.0ｍ以上 

 

２．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容  量    約63,500ｍ３／ｈ／台 

ｂ) 緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様

（重大事故等対処設備） 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

外部遮蔽    厚さ 約1.0ｍ以上 

 

２．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容  量    約63,500ｍ３／ｈ／台 

ｂ) 緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様

（重大事故等対処設備） 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

外部遮蔽    厚さ 約1.0ｍ以上 

 

２．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

 

 

 

ｂ) 緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備が安全機能を

有する施設であること

を明確化したことに伴

う変更 
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備考 

ップを２台） 

容  量    約63,500ｍ３／ｈ／台 

ｃ) 緊急時対策建屋フィルタユニット（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

種  類    高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基  数    ６（予備として故障時のバックア

ップを１基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.15μｍＤＯＰ粒

子） 

容  量    約25,400ｍ３／ｈ／基 

ｄ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

数  量    １式 

ｅ) 緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

容  量    4,900ｍ３［normal］以上 

ｆ) 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁（ＭＯＸ

燃料加工施設と共 

用） 

数  量    １式 

ｇ) 対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｈ) 待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｉ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

面  数    １ 

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｂ) 可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｃ) 可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 
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加工施設と共用） 

種  類    高性能粒子フィルタ２段内蔵形 

基  数    ６（予備として故障時のバックア

ップを１基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.15μｍＤＯＰ粒
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Ｘ燃料加工施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

ｅ) 緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

容  量    4,900ｍ３［normal］以上 

ｆ) 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁（ＭＯＸ

燃料加工施設と共 

用） 

数  量    １式 

ｇ) 対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｈ) 待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｉ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設

計基準対象の施設と兼用） 

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｂ) 可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｃ) 可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

 

４．緊急時対策建屋放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備が安全機能を

有する施設であること

を明確化したことに伴

う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備が安全機能を

有する施設であること

を明確化したことに伴

う変更 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ－１) 可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    0.001～99.99ｍＳｖ／ｈ 

ａ－２) 可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ａ－３) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～100ｋｍｉｎ－１（アルフ

ァ線） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～300ｋｍｉｎ－１（ベータ

線） 

ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

ｂ－１) 可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

種  類    ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション

式検出器半導 

体式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～100 ｍＳｖ／ｈ又はｍ

Ｇｙ／ｈ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－２) 可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション

式検出器 

          プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－３) 可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ－１) 可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    0.001～99.99ｍＳｖ／ｈ 

ａ－２) 可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ａ－３) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～100ｋｍｉｎ－１（アルフ

ァ線） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～300ｋｍｉｎ－１（ベータ

線） 

ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

ｂ－１) 可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

種  類    ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション

式検出器半導 

体式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～100 ｍＳｖ／ｈ又はｍ

Ｇｙ／ｈ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－２) 可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション

式検出器 

          プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－３) 可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ－１) 可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    0.001～99.99ｍＳｖ／ｈ 

ａ－２) 可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ａ－３) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～100ｋｍｉｎ－１（アルフ

ァ線） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～300ｋｍｉｎ－１（ベータ

線） 

ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

ｂ－１) 可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

種  類    ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション

式検出器半導 

体式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～100 ｍＳｖ／ｈ又はｍ

Ｇｙ／ｈ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－２) 可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション

式検出器 

          プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ－３) 可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

ｂ－４) 可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

容  量    約３ｋＶＡ／台 

 

５．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ) 情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｃ) データ収集装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｄ) データ表示装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

 

６．通信連絡設備 

「第9.17.2－３表 通信連絡設備及び代替通信連絡

設備の主要機器仕様」に記載する。 

 

７．緊急時対策建屋電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 電源設備 

ａ－１) 緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

燃  料    Ａ重油（約420Ｌ／ｈ） 

発電機 

種  類    三相同期発電機 

容  量    約1,700ｋＶＡ／台 

力  率    0.8（遅れ） 

電  圧    6.6ｋＶ 

周 波 数    50Ｈｚ 

ａ－２) 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対

ｂ－４) 可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

容  量    約３ｋＶＡ／台 

 

５．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ) 情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｃ) データ収集装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｄ) データ表示装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

 

６．通信連絡設備 

「第9.17.2－３表 通信連絡設備及び代替通信連絡

設備の主要機器仕様」に記載する。 

 

７．緊急時対策建屋電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 電源設備 

ａ－１) 緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

燃  料    Ａ重油（約420Ｌ／ｈ） 

発電機 

種  類    三相同期発電機 

容  量    約1,700ｋＶＡ／台 

力  率    0.8（遅れ） 

電  圧    6.6ｋＶ 

周 波 数    50Ｈｚ 

ａ－２) 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対

ｂ－４) 可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台  数    ３（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

容  量    約３ｋＶＡ／台 

 

５．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｂ) 情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｃ) データ収集装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

ｄ) データ表示装置（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

 

６．通信連絡設備 

「第9.17.2－３表 通信連絡設備及び代替通信連絡

設備の主要機器仕様」に記載する。 

 

７．緊急時対策建屋電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 電源設備 

ａ－１) 緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数    ２（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

燃  料    Ａ重油（約420Ｌ／ｈ） 

発電機 

種  類    三相同期発電機 

容  量    約1,700ｋＶＡ／台 

力  率    0.8（遅れ） 

電  圧    6.6ｋＶ 

周 波 数    50Ｈｚ 

ａ－２) 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

策建屋用母線（ＭＯ 

Ｘ燃料加工施設と共用） 

数  量    ２系統 

ａ－３) 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策

建屋用母線（ＭＯＸ 

燃料加工施設と共用） 

数  量    ４系統 

ａ－４)  燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容  量    約1.3ｍ３／ｈ／台 

ａ－５)  燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

数  量    １式 

ｂ) 燃料補給設備 

ｂ－１) 重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

基  数    ２ 

容  量    約100ｍ３／基 

使用燃料    Ａ重油 

 

策建屋用母線（ＭＯ 

Ｘ燃料加工施設と共用） 

数  量    ２系統 

ａ－３) 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策

建屋用母線（ＭＯＸ 

燃料加工施設と共用） 

数  量    ４系統 

ａ－４)  燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容  量    約1.3ｍ３／ｈ／台 

ａ－５)  燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

数  量    １式 

ｂ) 燃料補給設備 

ｂ－１) 重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

基  数    ２ 

容  量    約100ｍ３／基 

使用燃料    Ａ重油 

 

策建屋用母線（ＭＯ 

Ｘ燃料加工施設と共用） 

数  量    ２系統 

ａ－３) 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策

建屋用母線（ＭＯＸ 

燃料加工施設と共用） 

数  量    ４系統 

ａ－４)  燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

台  数    ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容  量    約1.3ｍ３／ｈ／台 

ａ－５)  燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

数  量    １式 

ｂ) 燃料補給設備 

ｂ－１) 重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

基  数    ２ 

容  量    約100ｍ３／基 

使用燃料    Ａ重油 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指揮を行う対策本部

室及び全社対策組織の要員の活動場所とする全

社対策室並びに待機室を有する設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に

対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設け

ることにより，その機能を喪失しない設計とす

る。 

緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそ

れがある津波に対して必要な機能が損なわれる

ことがないよう，標高約55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。ま

た，隣接する第１保管庫・貯水所で漏水が発生

した場合を想定し，地下外壁に防水処理を施

し，周囲の地盤を難透水層とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因

により制御室と同時にその機能を喪失しないよ

う，制御室に対して独立性を有する設計とする

とともに，制御室からの離隔距離を確保した場

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指揮を行う対策本部

室及び全社対策組織の要員の活動場所とする全

社対策室並びに待機室を有する設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に

対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設け

ることにより，その機能を喪失しない設計とす

る。 

緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそ

れがある津波に対して必要な機能が損なわれる

ことがないよう，標高約55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。ま

た，隣接する第１保管庫・貯水所で漏水が発生

した場合を想定し，地下外壁に防水処理を施

し，周囲の地盤を難透水層とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因

により制御室と同時にその機能を喪失しないよ
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とともに，制御室からの離隔距離を確保した場
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対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設け

ることにより，その機能を喪失しない設計とす

る。 
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れがある津波に対して必要な機能が損なわれる

ことがないよう，標高約55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。ま

た，隣接する第１保管庫・貯水所で漏水が発生

した場合を想定し，地下外壁に防水処理を施

し，周囲の地盤を難透水層とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因

により制御室と同時にその機能を喪失しないよ
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

所に設置又は配備する。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員に加え，工場等外への

放射性物質及び放射線の放出を抑制するための

必要な要員を含め，重大事故等の対処に必要な

数の非常時対策組織の要員を収容することがで

きる設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，現場作

業に従事した要員による緊急時対策所への汚染

の持ち込みを防止するため，出入管理区画を設

ける設計とする。また，建屋出入口に設ける２

つの扉は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気

設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対

策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情報把

握設備，通信連絡設備及び緊急時対策建屋電源

設備で構成する。 

緊急時対策所の居住性に係る設計において

は，有効性評価を実施している重大事故等のう

ち，臨界事故，外的事象の地震を要因として発

生が想定される，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する。 

また，その想定における放射性物質の放出量

は，多段の重大事故等の拡大防止対策が機能し

ないことを仮定することで，重大事故等の有効

性評価に対して十分な保守性を見込んで設定す

る。 

具体的には，臨界事故の発生時の大気中への

放射性物質の放出量は，可溶性中性子吸収材の

効果を見込まず，全核分裂数が１×1020に達した

と仮定するとともに，臨界の核分裂により生成

する放射性物質の貯留設備への貯留対策の効果

を見込まず，放射性物質が時間減衰しないこと

を想定し設定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生時の大

気中への放射性物質の放出量は，機器注水又は

冷却コイル若しくは冷却ジャケット（以下「冷

所に設置又は配備する。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員に加え，工場等外への

放射性物質及び放射線の放出を抑制するための

必要な要員を含め，重大事故等の対処に必要な

数の非常時対策組織の要員を収容することがで

きる設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，現場作

業に従事した要員による緊急時対策所への汚染

の持ち込みを防止するため，出入管理区画を設

ける設計とする。また，建屋出入口に設ける２

つの扉は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気

設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対

策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情報把

握設備，通信連絡設備及び緊急時対策建屋電源

設備で構成する。 

緊急時対策所の居住性に係る設計において

は，有効性評価を実施している重大事故等のう

ち，臨界事故，外的事象の地震を要因として発

生が想定される，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する。 

また，その想定における放射性物質の放出量

は，多段の重大事故等の拡大防止対策が機能し

ないことを仮定することで，重大事故等の有効

性評価に対して十分な保守性を見込んで設定す

る。 

具体的には，臨界事故の発生時の大気中への

放射性物質の放出量は，可溶性中性子吸収材の

効果を見込まず，全核分裂数が１×1020に達した

と仮定するとともに，臨界の核分裂により生成

する放射性物質の貯留設備への貯留対策の効果

を見込まず，放射性物質が時間減衰しないこと

を想定し設定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生時の大

気中への放射性物質の放出量は，機器注水又は

冷却コイル若しくは冷却ジャケット（以下「冷

所に設置又は配備する。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員に加え，工場等外への

放射性物質及び放射線の放出を抑制するための

必要な要員を含め，重大事故等の対処に必要な

数の非常時対策組織の要員を収容することがで

きる設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，現場作

業に従事した要員による緊急時対策所への汚染

の持ち込みを防止するため，出入管理区画を設

ける設計とする。また，建屋出入口に設ける２

つの扉は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気

設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対

策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情報把

握設備，通信連絡設備及び緊急時対策建屋電源

設備で構成する。 

緊急時対策所の居住性に係る設計において

は，有効性評価を実施している重大事故等のう

ち，臨界事故，外的事象の地震を要因として発

生が想定される，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する。 

また，その想定における放射性物質の放出量

は，多段の重大事故等の拡大防止対策が機能し

ないことを仮定することで，重大事故等の有効

性評価に対して十分な保守性を見込んで設定す

る。 

具体的には，臨界事故の発生時の大気中への

放射性物質の放出量は，可溶性中性子吸収材の

効果を見込まず，全核分裂数が１×1020に達した

と仮定するとともに，臨界の核分裂により生成

する放射性物質の貯留設備への貯留対策の効果

を見込まず，放射性物質が時間減衰しないこと

を想定し設定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生時の大

気中への放射性物質の放出量は，機器注水又は

冷却コイル若しくは冷却ジャケット（以下「冷
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

却コイル等」という。）通水の効果を見込ま

ず，気体状の放射性物質が発生することを想定

するとともに，気相部へ移行した放射性物質の

セルへの導出及び高性能粒子フィルタ等による

放射性物質の除去の効果を見込まず設定する。 

放射線分解により発生する水素による爆発の

発生時の大気中への放射性物質の放出量は，放

射線分解により発生する水素による爆発の拡大

防止対策が機能しないことにより，２回までの

放射線分解により発生する水素による爆発を仮

定するとともに，気相部へ移行した放射性物質

のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ等によ

る放射性物質の除去の効果を見込まず設定す

る。 

また，重大事故等時の緊急時対策所の居住性

については，マスクの着用及び交代要員体制等

の被ばくの低減措置を考慮せず，７日間同じ要

員が緊急時対策所にとどまることを想定する。 

以上の条件においても，緊急時対策所の居住

性を確保するための設備は，重大事故等時にお

いて緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。 

緊急時対策所における居住性に係る被ばく評

価結果は， 大で，外的事象の地震を要因とし

て発生が想定される冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発の同時発生における約４ｍＳｖであり，７

日間で100ｍＳｖを超えない。 

緊急時対策建屋は，「添付書類六 再処理施

設の安全設計に関する説明書」の「1．6．2 重

大事故等対処施設の耐震設計」，「1．8 耐津

波設計」及び「1．5 火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。 
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い設計とする。 
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価結果は， 大で，外的事象の地震を要因とし

て発生が想定される冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発の同時発生における約４ｍＳｖであり，７
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波設計」及び「1．5 火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。 
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ず，気体状の放射性物質が発生することを想定

するとともに，気相部へ移行した放射性物質の

セルへの導出及び高性能粒子フィルタ等による

放射性物質の除去の効果を見込まず設定する。 
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防止対策が機能しないことにより，２回までの

放射線分解により発生する水素による爆発を仮

定するとともに，気相部へ移行した放射性物質

のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ等によ

る放射性物質の除去の効果を見込まず設定す

る。 

また，重大事故等時の緊急時対策所の居住性

については，マスクの着用及び交代要員体制等

の被ばくの低減措置を考慮せず，７日間同じ要

員が緊急時対策所にとどまることを想定する。 

以上の条件においても，緊急時対策所の居住
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いて緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。 

緊急時対策所における居住性に係る被ばく評

価結果は， 大で，外的事象の地震を要因とし

て発生が想定される冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発の同時発生における約４ｍＳｖであり，７

日間で100ｍＳｖを超えない。 

緊急時対策建屋は，「添付書類六 再処理施

設の安全設計に関する説明書」の「1．6．2 重
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する設計」に基づく設計とする。 

緊急時対策所は，有毒ガスが発生した場合に

は，換気設備の外気の取り入れを遮断すること

により必要な指示を行う要員を防護できる設計

とする。また，必要に応じて着装できるよう防
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緊急時対策所は，通信連絡設備による連絡で
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技術的能力 1.13 への反

映内容を受けて緊急時

対策所の居住性確保に

必要な設備について明

確化 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設との共

用を考慮した設計とする。 

緊急時対策建屋機器配置図を第9.16－２図及

び第9.16－３図に示す。 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，当該重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事

故等対処設備として設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が

発生した場合において，緊急時対策建屋換気設

備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対

処するために必要な非常時対策組織の要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フ

ィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊

急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部

室差圧計，待機室差圧計及び監視制御盤を常設

重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保す

るため，外気取入加圧モードとして，放射性物

質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建屋

フィルタユニットを経て外気を取り入れるとと

もに，緊急時対策所を加圧し，放射性物質の流

入を低減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発

生に伴い放射性物質の放出を確認した場合に

は，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止後，外

気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋フィル

タユニットを通して緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設との共

用を考慮した設計とする。 

緊急時対策建屋機器配置図を第9.16－２図及

び第9.16－３図に示す。 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，当該重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事

故等対処設備として設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が

発生した場合において，緊急時対策建屋換気設

備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対

処するために必要な非常時対策組織の要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フ

ィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊

急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部

室差圧計，待機室差圧計及び監視制御盤を常設

重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保す

るため，外気取入加圧モードとして，放射性物

質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建屋

フィルタユニットを経て外気を取り入れるとと

もに，緊急時対策所を加圧し，放射性物質の流

入を低減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発

生に伴い放射性物質の放出を確認した場合に

は，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止後，外

気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋フィル

タユニットを通して緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設との共

用を考慮した設計とする。 

緊急時対策建屋機器配置図を第9.16－３図及

び第9.16－４図に示す。 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，当該重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事

故等対処設備として設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が

発生した場合において，緊急時対策建屋換気設

備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対

処するために必要な非常時対策組織の要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フ

ィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊

急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部

室差圧計，待機室差圧計及び監視制御盤を常設

重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保す

るため，外気取入加圧モードとして，放射性物

質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建屋

フィルタユニットを経て外気を取り入れるとと

もに，緊急時対策所を加圧し，放射性物質の流

入を低減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発

生に伴い放射性物質の放出を確認した場合又は

有毒ガスが発生した場合には，再循環モードと

して，緊急時対策建屋換気設備の給気側及び排

気側のダンパを閉止後，外気の取り入れを遮断

し，緊急時対策建屋フィルタユニットを通して

緊急時対策建屋の空気を再循環できる設計とす

る。 
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再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添六-24 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合には，緊急時対策

建屋加圧ユニットから空気を供給することで待

機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止でき

る設計とする。 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作業によ

る二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」

で定める二酸化炭素の許容濃度を考慮して算出

した必要換気量を踏まえ，約50人の非常時対策

組織の要員が２日間とどまるために必要となる

容量を有する設計とする。 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急

時対策所の各部屋が正圧を維持した状態である

ことを監視できる設計とする。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設

備ダクト・ダンパ及び緊急時対策建屋加圧ユニ

ット配管・弁を常設重大事故等対処設備として

使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態

及び差圧が確保されていること等を確認するた

め，監視制御盤を常設重大事故等対処設備とし

て使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第

9.16－４図に示す。 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員が，緊

急時対策所にとどまることができることを確認

するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として配備する設計とす

る。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

が発生した場合においても緊急時対策所内の酸

素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障ない範囲にあることを把握できる設

計とする。 
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に放出するおそれがある場合には，緊急時対策
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時対策所の各部屋が正圧を維持した状態である
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ット配管・弁を常設重大事故等対処設備として

使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態

及び差圧が確保されていること等を確認するた

め，監視制御盤を常設重大事故等対処設備とし

て使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第

9.16－４図に示す。 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 
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重大事故等対処設備として配備する設計とす
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緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

が発生した場合においても緊急時対策所内の酸

素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障ない範囲にあることを把握できる設
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建屋加圧ユニットから空気を供給することで待

機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止でき
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で定める二酸化炭素の許容濃度を考慮して算出

した必要換気量を踏まえ，約50人の非常時対策

組織の要員が２日間とどまるために必要となる

容量を有する設計とする。 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急

時対策所の各部屋が正圧を維持した状態である

ことを監視できる設計とする。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設

備ダクト・ダンパ及び緊急時対策建屋加圧ユニ

ット配管・弁を常設重大事故等対処設備として

使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態

及び差圧が確保されていること等を確認するた

め，監視制御盤を常設重大事故等対処設備とし

て使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第

9.16－５図に示す。 
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緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員が，緊

急時対策所にとどまることができることを確認

するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として配備する設計とす

る。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

が発生した場合においても緊急時対策所内の酸

素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障ない範囲にあることを把握できる設

計とする。 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添八-1 
 

 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

再処理事業者において、緊急時対策所に関

し、重大事故等が発生した場合において

も、重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員が緊急時対策所にとどまり、

重大事故等に対処するために必要な指示を

行うとともに、再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡し、重

大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容する等の現地対策本部としての機能

を維持するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持す

るために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ)重大事故等が発生した場合において

も、放射線防護措置等により、重大事

故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

ｂ)緊急時対策所が、代替電源設備からの

給電を可能とすること。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク

等）が配備され、放射線管理が十分で

きること。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を

整備すること。 

ｅ)少なくとも外部からの支援なしに７日

間、活動するための飲料水及び食料等

を備蓄すること。 

2 「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、「重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員」に

加え、少なくとも工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するため

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

再処理事業者において、緊急時対策所に関

し、重大事故等が発生した場合において

も、重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員が緊急時対策所にとどまり、

重大事故等に対処するために必要な指示を

行うとともに、再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡し、重

大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容する等の現地対策本部としての機能

を維持するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持す

るために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ)重大事故等が発生した場合において

も、放射線防護措置等により、重大事

故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

ｂ)緊急時対策所が、代替電源設備からの

給電を可能とすること。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク

等）が配備され、放射線管理が十分で

きること。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を
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ｅ)少なくとも外部からの支援なしに７日

間、活動するための飲料水及び食料等

を備蓄すること。 

2 「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、「重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員」に

加え、少なくとも工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するため

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

再処理事業者において、緊急時対策所に関

し、重大事故等が発生した場合において

も、重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員が緊急時対策所にとどまり、

重大事故等に対処するために必要な指示を

行うとともに、再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡し、重

大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容する等の現地対策本部としての機能

を維持するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持す

るために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ)重大事故等が発生した場合において

も、放射線防護措置等により、重大事

故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

ｂ)緊急時対策所が、代替電源設備からの

給電を可能とすること。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク

等）が配備され、放射線管理が十分で

きること。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を

整備すること。 

ｅ)少なくとも外部からの支援なしに７日

間、活動するための飲料水及び食料等

を備蓄すること。 

2 「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、「重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員」に

加え、少なくとも工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するため
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

の対策に対処するために必要な数の要

員を含むものとする。 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故等

に対処するために必要な指示を行うとともに，再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容する等の非常時対策組織としての機能を

維持するために必要な設備及び資機材を整備する。 

ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を活用

した手順等について説明する。 

手順等については，今後の訓練等の結果により見

直す可能性がある。 

  

 

の対策に対処するために必要な数の要

員を含むものとする。 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故等

に対処するために必要な指示を行うとともに，再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容する等の非常時対策組織としての機能を

維持するために必要な設備及び資機材を整備する。 

ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を活用

した手順等について説明する。 

手順等については，今後の訓練等の結果により見

直す可能性がある。 

  

 

の対策に対処するために必要な数の要

員を含むものとする。 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合にお

いても，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故等

に対処するために必要な指示を行うとともに，再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容する等の非常時対策組織としての機能を

維持するために必要な設備及び資機材を整備する。 

ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を活用

した手順等について説明する。 

手順等については，今後の訓練等の結果により見

直す可能性がある。 

  

 

ａ．重大事故等の対処手順と設備の選定 

 (ａ) 重大事故等の対処手順と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員

等がとどまり，必要な指示を行うとともに，再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために

緊急時対策所を設置し，必要な数の要員を収容

する等の非常時対策組織としての機能を維持す

るために必要な重大事故等の対処手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び

資機材※を用いた重大事故等の対処手段を選定す

る。 

※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，

「放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）」，「出入

管理区画用資機材」及び「飲料

水，食料等」については，資機

材であるため重大事故等対処設

備としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外部電源

より給電している。 

外部電源からの電源が喪失した場合は，その

ａ．重大事故等の対処手順と設備の選定 

 (ａ) 重大事故等の対処手順と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員

等がとどまり，必要な指示を行うとともに，再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために

緊急時対策所を設置し，必要な数の要員を収容

する等の非常時対策組織としての機能を維持す

るために必要な重大事故等の対処手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び

資機材※を用いた重大事故等の対処手段を選定す

る。 

※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，

「放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）」，「出入

管理区画用資機材」及び「飲料

水，食料等」については，資機

材であるため重大事故等対処設

備としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外部電源

より給電している。 

外部電源からの電源が喪失した場合は，その

ａ．重大事故等の対処手順と設備の選定 

 (ａ) 重大事故等の対処手順と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員

等がとどまり，必要な指示を行うとともに，再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために

緊急時対策所を設置し，必要な数の要員を収容

する等の非常時対策組織としての機能を維持す

るために必要な重大事故等の対処手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び

資機材※を用いた重大事故等の対処手段を選定す

る。 

※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，

「放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）」，「出入

管理区画用資機材」及び「飲料

水，食料等」については，資機

材であるため重大事故等対処設

備としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外部電源

より給電している。 

外部電源からの電源が喪失した場合は，その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

機能を代替するための機能，相互関係を明確に

した上で，想定する故障に対処できる重大事故

等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定す

る。 

また，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握する設備及び通信連絡を行うための設

備についても同様に整理する（第12－１図～第

12－４図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的

能力審査基準だけでなく，事業指定基準規則第

四十六条及び技術基準規則第五十条の要求機能

を満足する設備を網羅していることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 

 (ｂ) 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪

失原因から選定した重大事故等の対処手段，事

業指定基準規則第四十六条及び技術基準規則第

五十条の要求により選定した重大事故等の対処

手段とその対処に使用する重大事故等対処設

備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する

施設，重大事故等対処設備，自主対策設備，資

機材及び整備する手順についての関係を第12－

１表に示す。 

  ⅰ．重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員等が緊急時対策所にとどまるために

必要な対処手段及び設備 

  (ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処

理施設から大気中へ放出する放射性物質等に

よる放射線被ばくから，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等を防護する

ため，緊急時対策所の居住性を確保する手段

がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設

備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策所 

   ２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

   ３） 緊急時対策建屋換気設備 

機能を代替するための機能，相互関係を明確に

した上で，想定する故障に対処できる重大事故

等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定す

る。 

また，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握する設備及び通信連絡を行うための設

備についても同様に整理する（第12－１図～第

12－４図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的

能力審査基準だけでなく，事業指定基準規則第

四十六条及び技術基準規則第五十条の要求機能

を満足する設備を網羅していることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 

 (ｂ) 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪

失原因から選定した重大事故等の対処手段，事

業指定基準規則第四十六条及び技術基準規則第

五十条の要求により選定した重大事故等の対処

手段とその対処に使用する重大事故等対処設

備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する

施設，重大事故等対処設備，自主対策設備，資

機材及び整備する手順についての関係を第12－

１表に示す。 

  ⅰ．重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員等が緊急時対策所にとどまるために

必要な対処手段及び設備 

  (ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処

理施設から大気中へ放出する放射性物質等に

よる放射線被ばくから，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等を防護する

ため，緊急時対策所の居住性を確保する手段

がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設

備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策所 

   ２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

   ３） 緊急時対策建屋換気設備 

機能を代替するための機能，相互関係を明確に

した上で，想定する故障に対処できる重大事故

等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定す

る。 

また，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握する設備及び通信連絡を行うための設

備についても同様に整理する（第12－１図～第

12－４図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的

能力審査基準だけでなく，事業指定基準規則第

四十六条及び技術基準規則第五十条の要求機能

を満足する設備を網羅していることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 

 (ｂ) 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪

失原因から選定した重大事故等の対処手段，事

業指定基準規則第四十六条及び技術基準規則第

五十条の要求により選定した重大事故等の対処

手段とその対処に使用する重大事故等対処設

備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する

施設，重大事故等対処設備，自主対策設備，資

機材及び整備する手順についての関係を第12－

１表に示す。 

  ⅰ．重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員等が緊急時対策所にとどまるために

必要な対処手段及び設備 

  (ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処

理施設から大気中へ放出する放射性物質等に

よる放射線被ばく又は有毒ガスから，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員

等を防護するため，緊急時対策所の居住性を

確保する手段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設

備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策所 

   ２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

   ３） 緊急時対策建屋換気設備 
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新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

    ａ） 緊急時対策建屋送風機 

    ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

    ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニット 

    ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ 

    ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

    ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

    ｇ） 対策本部室差圧計 

    ｈ） 待機室差圧計 

    i） 監視制御盤 

   ４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

    ａ） 可搬型酸素濃度計 

    ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

    ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

   ５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

    ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ 

    ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

      ・可搬型線量率計 

      ・可搬型ダストモニタ 

      ・可搬型データ伝送装置 

      ・可搬型発電機 

      ・監視測定用運搬車 

 

緊急時対策所から重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行うために必要な情報を把

握し，再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡をするための手段が

ある。 

緊急時対策所において必要な情報を把握す

るための設備及び通信連絡を行うための設備

は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋情報把握設備 

    ａ） 情報収集装置 

    ｂ） 情報表示装置 

    ｃ） データ収集装置 

    ｄ） データ表示装置 

   ２） 通信連絡設備 

    ａ） 緊急時対策建屋送風機 

    ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

    ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニット 

    ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ 

    ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

    ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

    ｇ） 対策本部室差圧計 

    ｈ） 待機室差圧計 

    i） 監視制御盤 

   ４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

    ａ） 可搬型酸素濃度計 

    ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

    ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

   ５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

    ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ 

    ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

      ・可搬型線量率計 

      ・可搬型ダストモニタ 

      ・可搬型データ伝送装置 

      ・可搬型発電機 

      ・監視測定用運搬車 

 

緊急時対策所から重大事故等に対処する

ために必要な指示を行うために必要な情報

を把握し，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡をするため

の手段がある。 

緊急時対策所において必要な情報を把握

するための設備及び通信連絡を行うための

設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋情報把握設備 

    ａ） 情報収集装置 

    ｂ） 情報表示装置 

    ｃ） データ収集装置 

    ｄ） データ表示装置 

   ２） 通信連絡設備 

    ａ） 緊急時対策建屋送風機 

    ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

    ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニット 

    ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ 

    ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

    ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

    ｇ） 対策本部室差圧計 

    ｈ） 待機室差圧計 

    i） 監視制御盤 

   ４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

    ａ） 可搬型酸素濃度計 

    ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

    ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

   ５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

    ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ 

    ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

      ・可搬型線量率計 

      ・可搬型ダストモニタ 

      ・可搬型データ伝送装置 

      ・可搬型発電機 

      ・監視測定用運搬車 

 

緊急時対策所から重大事故等に対処する

ために必要な指示を行うために必要な情報

を把握し，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡をするため

の手段がある。 

緊急時対策所において必要な情報を把握

するための設備及び通信連絡を行うための

設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋情報把握設備 

    ａ） 情報収集装置 

    ｂ） 情報表示装置 

    ｃ） データ収集装置 

    ｄ） データ表示装置 

   ２） 通信連絡設備 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

    ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

    ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

    ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム 

    ｄ） データ伝送設備 

    ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

    ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

    ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内用） 

    ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外用） 

    ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

    ｋ） 衛星携帯電話 

    ｌ） ファクシミリ 

    ｍ） ページング装置  

   n） 専用回線電話  

 

重大事故等に対処するために必要な数の要

員を緊急時対策所内に収容するための手段が

ある。 

必要な数の要員を収容するために必要な資

機材は以下のとおり。 

   １） 放射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具類） 

   ２） 出入管理区画用資機材 

   ３） 飲料水，食料等 

   ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備

からの給電を確保するための手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確保

するための設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋電源設備 

    ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

    ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統 

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

    ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対

策建屋用母線 

    ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

    ｆ） 重油貯槽 

    ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

    ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

    ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム 

    ｄ） データ伝送設備 

    ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

    ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

    ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内用） 

    ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外用） 

    ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

    ｋ） 衛星携帯電話 

    ｌ） ファクシミリ 

    ｍ） ページング装置  

   n） 専用回線電話  

 

重大事故等に対処するために必要な数の

要員を緊急時対策所内に収容するための手

段がある。 

必要な数の要員を収容するために必要な

資機材は以下のとおり。 

   １） 放射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具類） 

   ２） 出入管理区画用資機材 

   ３） 飲料水，食料等 

   ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備

からの給電を確保するための手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確

保するための設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋電源設備 

    ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

     ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統 

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

    ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時

対策建屋用母線 

    ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

    ｆ） 重油貯槽 

    ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

    ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

    ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム 

    ｄ） データ伝送設備 

    ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

    ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

    ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内用） 

    ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外用） 

    ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

    ｋ） 衛星携帯電話 

    ｌ） ファクシミリ 

    ｍ） ページング装置  

   n） 専用回線電話  

 

重大事故等に対処するために必要な数の

要員を緊急時対策所内に収容するための手

段がある。 

必要な数の要員を収容するために必要な

資機材は以下のとおり。 

   １） 放射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具類） 

   ２） 出入管理区画用資機材 

   ３） 飲料水，食料等 

   ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備

からの給電を確保するための手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確

保するための設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋電源設備 

    ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

     ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統 

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

    ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時

対策建屋用母線 

    ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

    ｆ） 重油貯槽 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

    ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

    ｈ） 可搬型電源ケーブル 

    ｉ） 可搬型燃料供給ホース 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資

機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則

第四十六条及び技術基準規則第五十条にて要

求される緊急時対策所，緊急時対策建屋の遮

蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユニッ

ト，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対

策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差

圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸

素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，

監視測定用運搬車，情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装置，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外

用），一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話は重大事故等対処設備として設

置及び配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸

素濃度と同様，居住性に関する重要な制限要

素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電

を確保するための手段に使用する設備のう

ち，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，

緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建

    ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

    ｈ） 可搬型電源ケーブル 

    ｉ） 可搬型燃料供給ホース 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資

機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則

第四十六条及び技術基準規則第五十条にて要

求される緊急時対策所，緊急時対策建屋の遮

蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユニッ

ト，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対

策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差

圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸

素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，

監視測定用運搬車，情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装置，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外

用），一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話は重大事故等対処設備として設

置及び配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸

素濃度と同様，居住性に関する重要な制限要

素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電

を確保するための手段に使用する設備のう

ち，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，

緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建

    ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

    ｈ） 可搬型電源ケーブル 

    ｉ） 可搬型燃料供給ホース 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資

機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則

第四十六条及び技術基準規則第五十条にて要

求される緊急時対策所，緊急時対策建屋の遮

蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユニッ

ト，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対

策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差

圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸

素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，

監視測定用運搬車，情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装置，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外

用），一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話は重大事故等対処設備として設

置及び配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸

素濃度と同様，居住性に関する重要な制限要

素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電

を確保するための手段に使用する設備のう

ち，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，

緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油配管・

弁及び重油貯槽は，常設重大事故等対処設備

として設置する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査

基準及び事業指定基準規則第四十六条及び技

術基準規則第五十条に要求される設備を全て

網羅している。 

以上の重大事故等対処設備において，緊急

時対策所の居住性を確保するとともに，再処

理施設の内外の通信連絡を行うことが可能で

あることから，以下の設備は自主対策設備と

位置付ける。合わせてその理由を示す。 

   １）  データ収集装置 

      ２）  データ表示装置 

上記の１）及び２）の設備は，地震により機能

喪失するおそれがあることから，重大事故等

対処設備とは位置付けないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備とし

て設置する。 

３） 緊急時対策建屋用電源車 

   ４） 可搬型電源ケーブル 

   ５） 可搬型燃料供給ホース 

また，３），４）及び５）の設備は降下火砕物の

侵入を防止できないなど，重大事故等対処設

備に対して求められるすべての環境条件等に

適合することができないおそれがあるが，重

大事故等発生時における環境条件等に応じて

適切に対処することができ，当該電源車の健

全性が確認できた場合には，移動，設置及び

ケーブルの接続等に時間を要するものの，緊

急時対策建屋用発電機の代替手段として有効

であることから，自主対策設備として配備す

る。 

対策の検討に必要な資料，放射線管理用資

機材（個人線量計及び防護具類），出入管理

区画用資機材，飲料水，食料等については，

資機材であるため重大事故等対処設備としな

い。 

  ⅱ．手順等 

上記のⅰ．により選定した重大事故等の対

屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油配管・

弁及び重油貯槽は，常設重大事故等対処設備

として設置する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査

基準及び事業指定基準規則第四十六条及び技

術基準規則第五十条に要求される設備を全て

網羅している。 

以上の重大事故等対処設備において，緊急

時対策所の居住性を確保するとともに，再処

理施設の内外の通信連絡を行うことが可能で

あることから，以下の設備は自主対策設備と

位置付ける。合わせてその理由を示す。 

   １）  データ収集装置 

      ２）  データ表示装置 

上記の１）及び２）の設備は，地震により機能

喪失するおそれがあることから，重大事故等

対処設備とは位置付けないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備とし

て設置する。 

３） 緊急時対策建屋用電源車 

   ４） 可搬型電源ケーブル 

   ５） 可搬型燃料供給ホース 

また，３），４）及び５）の設備は降下火砕物の

侵入を防止できないなど，重大事故等対処設

備に対して求められるすべての環境条件等に

適合することができないおそれがあるが，重

大事故等発生時における環境条件等に応じて

適切に対処することができ，当該電源車の健

全性が確認できた場合には，移動，設置及び

ケーブルの接続等に時間を要するものの，緊

急時対策建屋用発電機の代替手段として有効

であることから，自主対策設備として配備す

る。 

対策の検討に必要な資料，放射線管理用資

機材（個人線量計及び防護具類），出入管理

区画用資機材，飲料水，食料等については，

資機材であるため重大事故等対処設備としな

い。 

  ⅱ．手順等 
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理施設の内外の通信連絡を行うことが可能で

あることから，以下の設備は自主対策設備と

位置付ける。合わせてその理由を示す。 

   １）  データ収集装置 

      ２）  データ表示装置 
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対処設備とは位置付けないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備とし

て設置する。 

３） 緊急時対策建屋用電源車 

   ４） 可搬型電源ケーブル 
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備考 

処手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の

対処として「重大事故等発生時対応手順書」

に定める。（第12－１表） 

重大事故等時に監視が必要となる計器及び

給電が必要となる設備についても整備する。

（第12－２表及び第12－３表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射線管

理用資機材（個人線量計及び防護具類），出

入管理区画用資機材，飲料水，食料等の通常

時における管理並びに運用は，防災管理部長

が実施する。 

処手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の

対処として「重大事故等発生時対応手順書」

に定める。（第12－１表） 

重大事故等時に監視が必要となる計器及び

給電が必要となる設備についても整備する。

（第12－２表及び第12－３表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射線管

理用資機材（個人線量計及び防護具類），出

入管理区画用資機材，飲料水，食料等の通常

時における管理並びに運用は，防災管理部長

が実施する。 

 

処手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の

対処として「重大事故等発生時対応手順書」

に定める。（第12－１表） 

重大事故等時に監視が必要となる計器及び

給電が必要となる設備についても整備する。

（第12－２表及び第12－３表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射線管

理用資機材（個人線量計及び防護具類），出

入管理区画用資機材，飲料水，食料等の通常

時における管理並びに運用は，防災管理部長

が実施する。 

ｂ．重大事故等時の手順等 

  (ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員等の被ばく線量を７日間で100ｍＳｖを超

えないようにするために必要な対処手段とし

て，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策

建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急

時対策建屋電源設備により，緊急時対策所に

とどまるために必要な居住性を確保する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設か

ら大気中へ放射性物質が放出する場合，緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニ

タリング設備及び監視測定設備の放射線監視

設備及び代替モニタリング設備により，放出

する放射性物質による線量当量率を測定及び

監視し，緊急時対策建屋換気設備により放射

性物質の流入を低減することで，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等の

被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率等を可

搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及

びアルファ・ベータ線用サーベイメータにて

測定及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対

処するための活動に影響がない酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の範囲にあ
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  (ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員等の被ばく線量を７日間で100ｍＳｖを超

えないようにするために必要な対処手段とし

て，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策

建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急

時対策建屋電源設備により，緊急時対策所に

とどまるために必要な居住性を確保する。 
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性物質の流入を低減することで，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等の
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また，緊急時対策所内の線量当量率等を可

搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及

びアルファ・ベータ線用サーベイメータにて

測定及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対

処するための活動に影響がない酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の範囲にあ

ｂ．重大事故等時の手順等 

  (ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う
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えないようにするために必要な対処手段とし
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時対策建屋電源設備により，緊急時対策所に
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重大事故等が発生した場合に再処理施設か

ら大気中へ放射性物質が放出する場合，緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニ
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設備及び代替モニタリング設備により，放出

する放射性物質による線量当量率を測定及び

監視し，緊急時対策建屋換気設備により放射

性物質の流入を低減することで，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等の

被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率等を可

搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及

びアルファ・ベータ線用サーベイメータにて

測定及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対

処するための活動に影響がない酸素濃度，二
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ることを把握する。 

 

  ⅰ．緊急時対策所立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある場合等※

１，緊急時対策所を使用し，非常時対策組織を

設置するための準備として，緊急時対策所を

立ち上げるための手順を整備する。 

    ※１ 非常時体制の発令により，非常時対

策組織を設置する場合として，運転

時の異常な過度変化，設計基準事故

も含める。 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋電源設備より受電したのち，緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合は，「ⅲ．重大事

故等が発生した場合の放射線防護等に関する

手順等」に基づき居住性を確保するため，緊

急時対策建屋換気設備の切替手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の

立ち上げを判断した場合。 

   ２） 起動確認手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順の

ることを把握する。 
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影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ
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急時対策建屋換気設備の切替手順を整備す

る。 

有毒ガスの発生時において，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等の対

処能力が損なわれるおそれがある場合には，

緊急時対策建屋換気設備による外気の取り入

れを遮断することで，当該要員を有毒ガスか

ら防護するため再循環モードに切り替える。

また，必要に応じて防護具を着装する。 
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備考 

概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を

第12－５図に，緊急時対策建屋換気設備の

起動確認手順のタイムチャートを第12－６

図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき非常時対策組織の要

員に緊急時対策建屋換気設備の起動確認

を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて起動状態及び差

圧が確保されていることを確認する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の起動

確認を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，５分以内に対処可能であ

る。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合，緊急時対策所の居住性確

保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の

立ち上げを判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定手順の概要は以

下のとおり。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を

第12－５図に，緊急時対策建屋換気設備の

起動確認手順のタイムチャートを第12－６

図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき非常時対策組織の要

員に緊急時対策建屋換気設備の起動確認

を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて起動状態及び差

圧が確保されていることを確認する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の起動

確認を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，５分以内に対処可能であ

る。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合，緊急時対策所の居住性確

保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の

立ち上げを判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順の概要

は以下のとおり。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を

第12－５図に，緊急時対策建屋換気設備の

起動確認手順のタイムチャートを第12－６

図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき非常時対策組織の要

員に緊急時対策建屋換気設備の起動確認

を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて起動状態及び差

圧が確保されていることを確認する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の起動

確認を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，５分以内に対処可能であ

る。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合，緊急時対策所の居住性確

保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の

立ち上げを判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順の概要

は以下のとおり。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添八-11 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配置，起動し，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，10

分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅱ．原災法第十条特定事象発生のおそれがある

場合の手順 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋

内モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモ

ニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータにより測定する手

順を整備する。 

    また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。 

   ２） 操作手順 

     可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータによる測定手順の概要は以下のとお

り。 

要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配置，起動し，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，非常時対策組織の本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

 

  ⅱ．原災法第十条特定事象発生のおそれがある

場合の手順 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋

内モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモ

ニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータにより測定する手

順を整備する。 

    また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれ

があると判断した場合。 

   ２） 操作手順 

     可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータによる測定手順の概要は以下のとお

り。 

要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配置，起動し，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，非常時対策組織の本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

 

  ⅱ．原災法第十条特定事象発生のおそれがある

場合の手順 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋

内モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモ

ニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータにより測定する手

順を整備する。 

    また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断にも使用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれ

があると判断した場合。 

   ２） 操作手順 

     可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータによる測定手順の概要は以下のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータの配置及び測定を指示す

る。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータを配置及び起動し，緊急時対

策所内の線量当量率及び放射性物質濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，10

分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環

境モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

使用するため，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順を整備する。  

    可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

よる測定結果は，可搬型データ伝送装置によ

り緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータの配置及び測定を指示す

る。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータを配置及び起動し，緊急時対

策所内の線量当量率及び放射性物質濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，非常時対策組織の本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環

境モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

使用するため，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順を整備する。  

    可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

よる測定結果は，可搬型データ伝送装置によ

り緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれ

があると判断した場合。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータの配置及び測定を指示す

る。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータを配置及び起動し，緊急時対

策所内の線量当量率及び放射性物質濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，非常時対策組織の本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環

境モニタリング設備）の測定手順 

    重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

使用するため，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順を整備する。  

    可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

よる測定結果は，可搬型データ伝送装置によ

り緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれ

があると判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添八-13 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

   ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量

当量率及び放射性物質の濃度測定手順の概

要は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング設備による空気

中の線量当量率及び放射性物質濃度の測定

手順のタイムチャートを第12－８図に示

す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に

基づき，放射線対応班の班員に可搬型環

境モニタリング設備による線量当量率及

び放射性物質濃度の測定を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源

は，緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電

機から給電する。可搬型発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンク

ローリにより運搬し，給油することによ

り，給電開始から７日以上の稼動が可能

である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置し，緊急時対策建

屋周辺における線量当量率を連続測定す

るとともに，空気中の放射性物質を捕集

及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の設置状況及び測定結果

を記録し，緊急時対策所への伝送が確立

するまでの間，通信連絡設備により定期

的に緊急時対策所に連絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型データ伝送装置

を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タに接続し，測定データを無線により緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した

測定データは，緊急時対策所において緊

急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。 

   ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量

当量率及び放射性物質の濃度測定手順の概

要は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング設備による空気

中の線量当量率及び放射性物質濃度の測定

手順のタイムチャートを第12－８図に示

す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に

基づき，放射線対応班の班員に可搬型環

境モニタリング設備による線量当量率及

び放射性物質濃度の測定を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源

は，緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電

機から給電する。可搬型発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンク

ローリにより運搬し，給油することによ

り，給電開始から７日以上の稼動が可能

である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置し，緊急時対策建

屋周辺における線量当量率を連続測定す

るとともに，空気中の放射性物質を捕集

及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の設置状況及び測定結果

を記録し，緊急時対策所への伝送が確立

するまでの間，通信連絡設備により定期

的に緊急時対策所に連絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型データ伝送装置

を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タに接続し，測定データを無線により緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した

測定データは，緊急時対策所において緊

急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。 

   ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量

当量率及び放射性物質の濃度測定手順の概

要は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング設備による空気

中の線量当量率及び放射性物質濃度の測定

手順のタイムチャートを第12－８図に示

す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に

基づき，放射線対応班の班員に可搬型環

境モニタリング設備による線量当量率及

び放射性物質濃度の測定を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源

は，緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電

機から給電する。可搬型発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンク

ローリにより運搬し，給油することによ

り，給電開始から７日以上の稼動が可能

である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置し，緊急時対策建

屋周辺における線量当量率を連続測定す

るとともに，空気中の放射性物質を捕集

及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の設置状況及び測定結果

を記録し，緊急時対策所への伝送が確立

するまでの間，通信連絡設備により定期

的に緊急時対策所に連絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型データ伝送装置

を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タに接続し，測定データを無線により緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した

測定データは，緊急時対策所において緊

急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射

線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放

射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班

の班員３人の合計８人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環境に

応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10  ｍＳｖ以下とする

ことを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所

の線量の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，非常時対策組織の要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制

御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配

備する。 

 

  ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等

に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等を防

護し，居住性を確保するための手順を整備す

る。 

  (ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実

施組織並びに全社対策組織の一部の要員とし

て 大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放

出するおそれのある場合は，外気の取り入れ

を遮断し，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

り空気を供給することで，非常時対策組織の

要員の約50人がとどまり活動を継続すること

ができる。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射

線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放

射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班

の班員３人の合計８人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環境に

応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10  ｍＳｖ以下とする

ことを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所

の線量の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，非常時対策組織の要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制

御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配

備する。 

 

  ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等

に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等を防

護し，居住性を確保するための手順を整備す

る。 

  (ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実

施組織並びに全社対策組織の一部の要員とし

て 大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放

出するおそれのある場合は，外気の取り入れ

を遮断し，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

り空気を供給することで，非常時対策組織の

要員の約50人がとどまり活動を継続すること

ができる。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射

線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放

射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班

の班員３人の合計８人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環境に

応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10  ｍＳｖ以下とする

ことを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所

の線量の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，非常時対策組織の要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制

御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配

備する。 

 

  ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等

に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等を防

護し，居住性を確保するための手順を整備す

る。 

  (ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実

施組織並びに全社対策組織の一部の要員とし

て 大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放

出するおそれのある場合は，外気の取り入れ

を遮断し，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

り空気を供給することで，非常時対策組織の

要員の約50人がとどまり活動を継続すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切

替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発

生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼ

すと判断した場合又は火山の影響による降灰

により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響

を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順

を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合又は重大事故

等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が

放出するおそれがあると判断した場合，窒

素酸化物の発生により緊急時対策所の居住

性に影響を及ぼすおそれがあると判断した

場合又は火山の影響による降灰により緊急

時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼす

おそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モ

ード切替判断のフローチャートを第12－９

図に示す。 

   ２） 操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下

のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャ

ートを第12－10図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへの切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋

換気設備の運転状態及び差圧を確認後，

ダンパ開閉操作（給気側及び排気側のダ

ンパを閉操作並びに再循環ラインのダン

パを開操作すること。）をするととも

に，緊急時対策建屋排風機の停止によ

り，緊急時対策建屋換気設備を再循環モ

 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切

替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発

生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼ

すと判断した場合又は火山の影響による降灰

により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響

を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順

を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合又は重大事故

等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が

放出するおそれがあると判断した場合，窒

素酸化物の発生により緊急時対策所の居住

性に影響を及ぼすおそれがあると判断した

場合又は火山の影響による降灰により緊急

時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼす

おそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モ

ード切替判断のフローチャートを第12－９

図に示す。 

   ２） 操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下

のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャ

ートを第12－10図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへの切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋

換気設備の運転状態及び差圧を確認後，

ダンパ開閉操作（給気側及び排気側のダ

ンパを閉操作並びに再循環ラインのダン

パを開操作すること。）をするととも

に，緊急時対策建屋排風機の停止によ

り，緊急時対策建屋換気設備を再循環モ

 

   (ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード

切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，有毒ガスの発生

により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼす

と判断した場合又は火山の影響による降灰に

より緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を

及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋

換気設備を再循環モードへ切り替える手順を

整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合又は重大事故

等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が

放出するおそれがあると判断した場合，有

毒ガスの発生により緊急時対策所の居住性

に影響を及ぼすおそれがあると判断した場

合又は火山の影響による降灰により緊急時

対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすお

それがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モ

ード切替判断のフローチャートを第12－９

図に示す。 

   ２） 操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下

のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャ

ートを第12－10図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへの切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋

換気設備の運転状態及び差圧を確認後，

ダンパ開閉操作（給気側及び排気側のダ

ンパを閉操作並びに再循環ラインのダン

パを開操作すること。）をするととも

に，緊急時対策建屋排風機の停止によ

り，緊急時対策建屋換気設備を再循環モ
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再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添八-16 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

ードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風

機の弁及びダンパの閉操作を行い，設備

監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を

確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，

酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇

又は対策本部室の差圧の低下により居住

性が確保できなくなるおそれがある場合

は，外気取入加圧モードに切り替え，居

住性を確保する。 

  また，再循環モードでの運転状態にお

いて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸

素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は緊急時対策

所内の線量当量率の上昇により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧により，緊急時対策所への放射性物

質の流入を防止し，非常時対策組織の要

員の被ばくを低減する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，緊急時対策建屋換気設備の再循環モ

ードへの切り替えを指示してから，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員

２人の合計３人で行い，１時間40分以内に対

処可能である。 

 

(ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手

順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがある場合に，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットにより加圧する手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

ードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風

機の弁及びダンパの閉操作を行い，設備

監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を

確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，

酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇

又は対策本部室の差圧の低下により居住

性が確保できなくなるおそれがある場合

は，外気取入加圧モードに切り替え，居

住性を確保する。 

  また，再循環モードでの運転状態にお

いて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸

素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は緊急時対策

所内の線量当量率の上昇により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧により，緊急時対策所への放射性物

質の流入を防止し，非常時対策組織の要

員の被ばくを低減する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の再循

環モードへの切り替えを指示してから，非

常時対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い，１時間40

分以内に対処可能である。 

 

(ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手

順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがある場合に，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットにより加圧する手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

ードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風

機の弁及びダンパの閉操作を行い，設備

監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を

確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，

酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇

又は対策本部室の差圧の低下により居住

性が確保できなくなるおそれがある場合

は，外気取入加圧モードに切り替え，居

住性を確保する。 

  また，再循環モードでの運転状態にお

いて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸

素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は緊急時対策

所内の線量当量率の上昇により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧により，緊急時対策所への放射性物

質の流入を防止し，非常時対策組織の要

員の被ばくを低減する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の再循

環モードへの切り替えを指示してから，非

常時対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い，１時間40

分以内に対処可能である。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手

順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがある場合に，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットにより加圧する手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

再循環モードにおいて，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素

濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は

線量当量率の上昇により居住性の確保がで

きなくなるおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

判断のフローチャートを第12－９図に示

す。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

の手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

手順のタイムチャートを第12－11図に示

す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体状の

放射性物質が大気中へ大規模に放出した

場合，不要な被ばくを防ぐため，緊急時

対策所内にとどまる必要のない要員へ再

処理事業所の外への一時退避を指示す

る。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移

動し，緊急時対策建屋換気設備の手動ダ

ンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，緊急時対策所の居

住性を確保できなくなるおそれがあると

判断した場合は，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作

し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保

されていることを確認する。 

再循環モードにおいて，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素

濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は

線量当量率の上昇により居住性の確保がで

きなくなるおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

判断のフローチャートを第12－９図に示

す。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

の手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

手順のタイムチャートを第12－11図に示

す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体状の

放射性物質が大気中へ大規模に放出した

場合，不要な被ばくを防ぐため，緊急時

対策所内にとどまる必要のない要員へ再

処理事業所の外への一時退避を指示す

る。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移

動し，緊急時対策建屋換気設備の手動ダ

ンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，緊急時対策所の居

住性を確保できなくなるおそれがあると

判断した場合は，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作

し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保

されていることを確認する。 

再循環モードにおいて，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素

濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は

線量当量率の上昇により居住性の確保がで

きなくなるおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

判断のフローチャートを第12－９図に示

す。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

の手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

手順のタイムチャートを第12－11図に示

す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体状の

放射性物質が大気中へ大規模に放出した

場合，不要な被ばくを防ぐため，緊急時

対策所内にとどまる必要のない要員へ再

処理事業所の外への一時退避を指示す

る。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移

動し，緊急時対策建屋換気設備の手動ダ

ンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，緊急時対策所の居

住性を確保できなくなるおそれがあると

判断した場合は，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作

し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保

されていることを確認する。 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室において，

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の

開始を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い， 45分以内に対処可能であ

る。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

操作は，手動弁の開操作であり，速やかに

対処が可能である。 

 

  (ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへの切替手順 

    緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下

した場合に，緊急時対策建屋換気設備を緊急

時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気

取入加圧モードへ切り替える手順を整備す

る。 

   １） 手順着手の判断基準 

     緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備等の指示値が上昇し

た後に，下降に転じ，さらに安定的な状態

になり，周辺環境中の放射性物質濃度が十

分低下したと判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

停止判断のフローチャートを第12－９図に

示す。 

   ２） 操作手順 

     緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

から外気取入加圧モードへの切替手順の概

要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイム

チャートを第12－12図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧から外気取入加圧モードへの切り

替えを指示する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室において，

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の

開始を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い， 45分以内に対処可能であ

る。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

操作は，手動弁の開操作であり，速やかに

対処が可能である。 

 

  (ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへの切替手順 

    緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下

した場合に，緊急時対策建屋換気設備を緊急

時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気

取入加圧モードへ切り替える手順を整備す

る。 

   １） 手順着手の判断基準 

     緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備等の指示値が上昇し

た後に，下降に転じ，さらに安定的な状態

になり，周辺環境中の放射性物質濃度が十

分低下したと判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

停止判断のフローチャートを第12－９図に

示す。 

   ２） 操作手順 

     緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

から外気取入加圧モードへの切替手順の概

要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイ

ムチャートを第12－12図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧から外気取入加圧モードへの切り

替えを指示する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室において，

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の

開始を指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い， 45分以内に対処可能であ

る。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

操作は，手動弁の開操作であり，速やかに

対処が可能である。 

 

  (ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへの切替手順 

    緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下

した場合に，緊急時対策建屋換気設備を緊急

時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気

取入加圧モードへ切り替える手順を整備す

る。 

   １） 手順着手の判断基準 

     緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備等の指示値が上昇し

た後に，下降に転じ，さらに安定的な状態

になり，周辺環境中の放射性物質濃度が十

分低下したと判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

停止判断のフローチャートを第12－９図に

示す。 

   ２） 操作手順 

     緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

から外気取入加圧モードへの切替手順の概

要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイ

ムチャートを第12－12図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧から外気取入加圧モードへの切り

替えを指示する。 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態を確認するととも

に，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を開

始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊急時対

策建屋排風機を起動し，給気側及び排気

側のダンパを開操作並びに再循環ライン

のダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換

気設備を外気取入加圧モードへ切り替え

る。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態及び差圧が確保さ

れていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の手動ダン

パ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニッ

トの手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋

加圧ユニットによる加圧を停止する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の外気

取入加圧モードへの切り替えを指示してか

ら，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，２

時間30分以内に対処可能である。 

 

 (ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示及び

通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員等

が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡

設備により，必要なパラメータを監視又は収集

し，重大事故等に対処するために必要な情報を

把握するとともに，重大事故等に対処するため

の対策の検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検

討に必要な資料を緊急時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態を確認するととも

に，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を開

始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊急時対

策建屋排風機を起動し，給気側及び排気

側のダンパを開操作並びに再循環ライン

のダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換

気設備を外気取入加圧モードへ切り替え

る。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態及び差圧が確保さ

れていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の手動ダン

パ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニッ

トの手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋

加圧ユニットによる加圧を停止する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の外気

取入加圧モードへの切り替えを指示してか

ら，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，２

時間30分以内に対処可能である。 

 

 (ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示及び

通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員等

が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡

設備により，必要なパラメータを監視又は収集

し，重大事故等に対処するために必要な情報を

把握するとともに，重大事故等に対処するため

の対策の検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検

討に必要な資料を緊急時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態を確認するととも

に，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を開

始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊急時対

策建屋排風機を起動し，給気側及び排気

側のダンパを開操作並びに再循環ライン

のダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換

気設備を外気取入加圧モードへ切り替え

る。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態及び差圧が確保さ

れていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の手動ダン

パ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニッ

トの手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋

加圧ユニットによる加圧を停止する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の外気

取入加圧モードへの切り替えを指示してか

ら，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，２

時間30分以内に対処可能である。 

 

 (ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示及び

通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員等

が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡

設備により，必要なパラメータを監視又は収集

し，重大事故等に対処するために必要な情報を

把握するとともに，重大事故等に対処するため

の対策の検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検

討に必要な資料を緊急時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

絡設備により，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う。 

 

 

 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備

からの給電により，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備を使用する。 

  ⅰ．緊急時対策所におけるパラメータの情報収

集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等

が，情報把握計装設備による情報伝送準備が

できるまでの間，通信連絡設備により，必要

なパラメータの情報を収集し，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討

を行うための手順を整備する。 

 

 

 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメ

ータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手

順の概要は以下のとおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置については，常

時，伝送が行われており操作は必要ない。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

絡設備により，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う。 

 

 

 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備

からの給電により，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備を使用する。 

  ⅰ．緊急時対策所におけるパラメータの情報収

集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等

が，情報把握計装設備による情報伝送準備が

できるまでの間，通信連絡設備により，必要

なパラメータの情報を収集し，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討

を行うための手順を整備する。 

 

 

 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメ

ータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手

順の概要は以下のとおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置については，常

時，伝送が行われており操作は必要ない。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

絡設備により，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う。 

有毒ガス発生時には，通信連絡設備により認

知し，緊急時対策建屋換気設備による外気の取

り込みを遮断する。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備

からの給電により，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備を使用する。 

  ⅰ．緊急時対策所におけるパラメータの情報収

集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等が，情

報把握計装設備による情報伝送準備ができるま

での間，通信連絡設備により，必要なパラメー

タの情報を収集し，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握するとともに，重大事故等

に対処するための対策の検討を行うための手順

を整備する。 

有毒ガス発生時には，通信連絡設備により認

知し，緊急時対策建屋換気設備による外気の取

り込みを遮断する手順に着手する。 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関する

手順等」にて整備する。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメ

ータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手

順の概要は以下のとおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置については，常

時，伝送が行われており操作は必要ない。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

 

 

通信連絡設備により有

毒ガスの発生を認知し

て緊急時対策所の居住

性を確保することを明

確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備により有

毒ガスの発生を認知し

て緊急時対策所の居住

性を確保することを明

確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

判断基準に基づき，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋情報把握設備によるパラ

メータの監視の開始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の判

断基準に基づき，情報収集装置への接続を

確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装置

により，各パラメータの監視を開始する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５

分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅲ．重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料を緊急時対策建屋に配備し，資料

を更新した場合には資料の差し替えを行い，

常に 新となるよう通常時から維持，管理す

る。 

 

  ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備によ

り，中央制御室，屋内外の作業場所，国，原

子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を

第12－４表に，通信連絡設備の系統概要図を

第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための通信連絡設

備の使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 

通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 (ｃ) 必要な数の要員の収容に係る措置 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支

判断基準に基づき，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋情報把握設備によるパラ

メータの監視の開始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の判

断基準に基づき，情報収集装置への接続を

確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装置

により，各パラメータの監視を開始する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５

分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅲ．重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料を緊急時対策建屋に配備し，資料

を更新した場合には資料の差し替えを行い，

常に 新となるよう通常時から維持，管理す

る。 

 

  ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備によ

り，中央制御室，屋内外の作業場所，国，原

子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を

第12－４表に，通信連絡設備の系統概要図を

第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための通信連絡設

備の使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 

通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 (ｃ) 必要な数の要員の収容に係る措置 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支

判断基準に基づき，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋情報把握設備によるパラ

メータの監視の開始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の判

断基準に基づき，情報収集装置への接続を

確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装置

により，各パラメータの監視を開始する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５

分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

   ⅲ．重大事故等に対処するための対策の検討

に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料を緊急時対策建屋に配備し，資料

を更新した場合には資料の差し替えを行い，

常に 新となるよう通常時から維持，管理す

る。 

 

  ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備によ

り，中央制御室，屋内外の作業場所，国，原

子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を

第12－４表に，通信連絡設備の系統概要図を

第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための通信連絡設

備の使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 

通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 (ｃ) 必要な数の要員の収容に係る措置 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

援組織及び実施組織の要員並びに全社対策組織

の一部の要員として 大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出する場合において，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイ

レや休憩スペース等を整備するとともに，収容

する要員に必要な資機材を整備し，通常時から

維持，管理する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合で

あっても飲料水，食料等及び放射線管理用資機

材（個人線量計及び防護具類）は，再処理施設

の重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。 

 

  ⅰ．放射線管理 

  (ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類）及び出入管理区画用資機材の維持管

理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の

要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計

及び防護具類を着用する。 

 

    緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類）及び出入管理区画に

おいて使用する出入管理区画用資機材を配備

するとともに，通常時から維持，管理する。

重大事故等時には，放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類），出入管理区画用資

機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放

射線管理を行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等や現

場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行う

ため，個人線量計を常時装着させるとともに

線量評価を行う。また，作業に必要な放射線

計測器を用いて作業現場の指示値の測定を行

う。 

援組織及び実施組織の要員並びに全社対策組織

の一部の要員として 大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出する場合において，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイ

レや休憩スペース等を整備するとともに，収容

する要員に必要な資機材を整備し，通常時から

維持，管理する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合で

あっても飲料水，食料等及び放射線管理用資機

材（個人線量計及び防護具類）は，再処理施設

の重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。 

 

  ⅰ．放射線管理 

  (ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類）及び出入管理区画用資機材の維持管

理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の

要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計

及び防護具類を着用する。 

 

    緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類）及び出入管理区画に

おいて使用する出入管理区画用資機材を配備

するとともに，通常時から維持，管理する。

重大事故等時には，放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類），出入管理区画用資

機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放

射線管理を行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等や現

場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行う

ため，個人線量計を常時装着させるとともに

線量評価を行う。また，作業に必要な放射線

計測器を用いて作業現場の指示値の測定を行

う。 

援組織及び実施組織の要員並びに全社対策組織

の一部の要員として 大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出する場合において，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイ

レや休憩スペース等を整備するとともに，収容

する要員に必要な資機材を整備し，通常時から

維持，管理する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合で

あっても飲料水，食料等及び放射線管理用資機

材（個人線量計及び防護具類）は，再処理施設

の重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。 

 

  ⅰ．放射線管理 

  (ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類）及び出入管理区画用資機材の維持管

理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況及び有毒ガスが発生した

状況下において，支援組織の要員が応急復旧

対策の検討，実施等のために屋外で作業を行

う際，当該要員は個人線量計及び防護具類を

着用する。 

    緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類）及び出入管理区画に

おいて使用する出入管理区画用資機材を配備

するとともに，通常時から維持，管理する。

重大事故等時には，放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類），出入管理区画用資

機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放

射線管理を行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等や現

場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行う

ため，個人線量計を常時装着させるとともに

線量評価を行う。また，作業に必要な放射線

計測器を用いて作業現場の指示値の測定を行

う。 
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を明確にするための記
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再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

なお，緊急時対策所における居住性に係る

被ばく評価の結果は， 大で約４ｍＳｖであ

り７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時対

策建屋には，自主対策として全面マスク及び

半面マスク等を配備する。また，緊急時対策

所において活動する非常時対策組織の要員

は，交代要員を確保する。 

 

  (ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱

装エリア，放射性物質による要員又は物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア

及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリ

アを設け，非常時対策組織の要員が汚染検査

及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚

染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。 

   １） 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が原災法第十条

特定事象が発生するおそれがあると判断し

た場合。 

   ２） 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手順の概

要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第12

－14図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

なお，緊急時対策所における居住性に係る

被ばく評価の結果は， 大で約４ｍＳｖであ

り７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時対

策建屋には，自主対策として全面マスク及び

半面マスク等を配備する。また，緊急時対策

所において活動する非常時対策組織の要員

は，交代要員を確保する。 

 

  (ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱

装エリア，放射性物質による要員又は物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア

及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリ

アを設け，非常時対策組織の要員が汚染検査

及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚

染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。 

   １） 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が原災法第十条

特定事象が発生するおそれがあると判断し

た場合。 

   ２） 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手順の概

要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第12

－14図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

なお，緊急時対策所における居住性に係る

被ばく評価の結果は， 大で約４ｍＳｖであ

り７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時対

策建屋には，自主対策として全面マスク及び

半面マスク等を配備する。また，緊急時対策

所において活動する非常時対策組織の要員

は，交代要員を確保する。 

 

  (ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱

装エリア，放射性物質による要員又は物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア

及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリ

アを設け，非常時対策組織の要員が汚染検査

及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚

染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。 

   １） 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が原災法第十条

特定事象が発生するおそれがあると判断し

た場合。 

   ２） 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手順の概

要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第12

－14図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 

 

添八-24 
 

既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に

出入管理区画の設置を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画設置場所の全照明が消灯した場合，可

搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画に出入管理区画用資機材を準備，移動

及び設置し，床及び壁等の養生シートの

状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間

にバリアを設けるとともに，入口に粘着

マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワ

ー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，脱装した防

護具類を回収するロール袋及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ等を必要

な箇所に設置する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，作業開始を指示してから，非常

時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員３人の合計４人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

    運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側

へ切り替える手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障

する等，切り替えが必要と判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に

出入管理区画の設置を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画設置場所の全照明が消灯した場合，可

搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画に出入管理区画用資機材を準備，移動

及び設置し，床及び壁等の養生シートの

状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間

にバリアを設けるとともに，入口に粘着

マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワ

ー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，脱装した防

護具類を回収するロール袋及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ等を必要

な箇所に設置する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，作業開始を指示してから，非常

時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員３人の合計４人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

    運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側

へ切り替える手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障

する等，切り替えが必要と判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に

出入管理区画の設置を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画設置場所の全照明が消灯した場合，可

搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画に出入管理区画用資機材を準備，移動

及び設置し，床及び壁等の養生シートの

状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間

にバリアを設けるとともに，入口に粘着

マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワ

ー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，脱装した防

護具類を回収するロール袋及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ等を必要

な箇所に設置する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，作業開始を指示してから，非常

時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員３人の合計４人で行い，１時間以内

に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴

い建屋外への放射性物質の放出に至るまで

十分な余裕があることから問題なく対処す

ることができる。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

    運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側

へ切り替える手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障

する等，切り替えが必要と判断した場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

替える手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタ

イムチャートを第12－15図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて機器状態及び差

圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機

及び緊急時対策建屋フィルタユニットを

待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策

所内の差圧が確保されていることを確認

後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を

実施する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間以内に対処可能であ

る。 

 

  ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が重大事故等の発生後，少なくと

も外部からの支援なしに７日間，活動するた

めに必要な飲料水，食料等を備蓄するととも

に，通常時から維持，管理する。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等が

発生した場合には飲料水，食料等の支給を適

切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物

質濃度が目安（アルファ線を放出する核種７

×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出し

替える手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタ

イムチャートを第12－15図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて機器状態及び差

圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機

及び緊急時対策建屋フィルタユニットを

待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策

所内の差圧が確保されていることを確認

後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を

実施する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間以内に対処可能であ

る。 

 

  ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が重大事故等の発生後，少なくと

も外部からの支援なしに７日間，活動するた

めに必要な飲料水，食料等を備蓄するととも

に，通常時から維持，管理する。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等が

発生した場合には飲料水，食料等の支給を適

切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物

質濃度が目安（アルファ線を放出する核種７

×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出し

替える手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタ

イムチャートを第12－15図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて機器状態及び差

圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機

及び緊急時対策建屋フィルタユニットを

待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策

所内の差圧が確保されていることを確認

後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を

実施する。 

   ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内

において，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示してから，非常時対策組織の本

部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間以内に対処可能であ

る。 

 

  ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が重大事故等の発生後，少なくと

も外部からの支援なしに７日間，活動するた

めに必要な飲料水，食料等を備蓄するととも

に，通常時から維持，管理する。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等が

発生した場合には飲料水，食料等の支給を適

切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物

質濃度が目安（アルファ線を放出する核種７

×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理事業変更許可申請に係る変更前後対比表（緊急時対策所） 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

ない核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高

くなった場合であっても，非常時対策組織の

本部長の判断により，必要に応じて飲食を行

う。 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

重大事故等が発生した場合においても当該重

大事故等に対処するために，代替電源設備から

給電するための手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機，緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊

急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系

統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急

時対策所の必要な負荷に給電する。 

  ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保さ

れている状態において，外部電源が喪失した

場合は，緊急時対策建屋用発電機が２台自動

起動し，電圧及び周波数が定格値になると緊

急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建

屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備へ給電する。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しな

い場合又は停止した場合でも，緊急時対策建

屋用発電機の２台目が自動起動しているた

め，電圧及び周波数が定格値になると緊急時

対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用

母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な

負荷に給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の

運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給

気フィルタの交換を行う。 

     (ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電

源が喪失した場合。 

     (ⅱ) 操作手順 

ない核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高

くなった場合であっても，非常時対策組織の

本部長の判断により，必要に応じて飲食を行

う。 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

重大事故等が発生した場合においても当該重

大事故等に対処するために，代替電源設備から

給電するための手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機，緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊

急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系

統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急

時対策所の必要な負荷に給電する。 

  ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保さ

れている状態において，外部電源が喪失した

場合は，緊急時対策建屋用発電機が２台自動

起動し，電圧及び周波数が定格値になると緊

急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建

屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備へ給電する。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しな

い場合又は停止した場合でも，緊急時対策建

屋用発電機の２台目が自動起動しているた

め，電圧及び周波数が定格値になると緊急時

対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用

母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な

負荷に給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の

運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給

気フィルタの交換を行う。 

     (ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電

源が喪失した場合。 

     (ⅱ) 操作手順 

ない核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高

くなった場合であっても，非常時対策組織の

本部長の判断により，必要に応じて飲食を行

う。 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

重大事故等が発生した場合においても当該重

大事故等に対処するために，代替電源設備から

給電するための手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機，緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊

急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系

統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急

時対策所の必要な負荷に給電する。 

  ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保さ

れている状態において，外部電源が喪失した

場合は，緊急時対策建屋用発電機が２台自動

起動し，電圧及び周波数が定格値になると緊

急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建

屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備へ給電する。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しな

い場合又は停止した場合でも，緊急時対策建

屋用発電機の２台目が自動起動しているた

め，電圧及び周波数が定格値になると緊急時

対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用

母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な

負荷に給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の

運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給

気フィルタの交換を行う。 

     (ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電

源が喪失した場合。 

     (ⅱ) 操作手順 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機に

よる給電を確認する手順の概要は以下のと

おり。緊急時対策建屋の電源系統概略図を

第12－16図に，燃料供給系統概略図を第12

－17図に，緊急時対策建屋用発電機による

給電を確認する手順のタイムチャートを第

12－18図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所の給電状態の確認を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて自動起動した緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び

（Ｂ））の受電遮断器が投入しているこ

とを確認し，自動起動した緊急時対策建

屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により

給電していること，電圧及び周波数を確

認し，非常時対策組織の本部長へ報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，自動起動した緊急時対策建屋用発電

機から給電されていることの確認を指示して

から，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）

による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止した場合

に，緊急時対策建屋用電源車を配備すること

により，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電

する。 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機に

よる給電を確認する手順の概要は以下のと

おり。緊急時対策建屋の電源系統概略図を

第12－16図に，燃料供給系統概略図を第12

－17図に，緊急時対策建屋用発電機による

給電を確認する手順のタイムチャートを第

12－18図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所の給電状態の確認を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて自動起動した緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び

（Ｂ））の受電遮断器が投入しているこ

とを確認し，自動起動した緊急時対策建

屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により

給電していること，電圧及び周波数を確

認し，非常時対策組織の本部長へ報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，自動起動した緊急時対策建屋用発電

機から給電されていることの確認を指示して

から，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）

による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止した場合

に，緊急時対策建屋用電源車を配備すること

により，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電

する。 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機に

よる給電を確認する手順の概要は以下のと

おり。緊急時対策建屋の電源系統概略図を

第12－16図に，燃料供給系統概略図を第12

－17図に，緊急時対策建屋用発電機による

給電を確認する手順のタイムチャートを第

12－18図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所の給電状態の確認を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて自動起動した緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び

（Ｂ））の受電遮断器が投入しているこ

とを確認し，自動起動した緊急時対策建

屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により

給電していること，電圧及び周波数を確

認し，非常時対策組織の本部長へ報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，自動起動した緊急時対策建屋用発電

機から給電されていることの確認を指示して

から，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）

による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止した場合

に，緊急時対策建屋用電源車を配備すること

により，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電

する。 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止したと判断

した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対

策所に給電する手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順の

タイムチャートを第12－19図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

判断基準に基づき，非常時対策組織の要 

員に緊急時対策建屋用電源車による給電準

備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移

動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋電源

設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用電

源車を外部保管エリアから緊急時対策建屋

近傍に移動し，緊急時対策建屋用電源車接

続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，接

続口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急時

対策建屋の燃料供給配管まで可搬型燃料供給

ホースを敷設し，接続口に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建

屋用電源車から緊急時対策建屋高圧系統の

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電路の健

全性を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時

対策建屋用電源車による給電が可能である

ことを非常時対策組織の本部長に報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電

源車による給電準備を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホ

ースの接続口への接続まで２時間以内に対処

可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際

に実施するため，重大事故等対処設備を用い

た対応に悪影響を及ぼすことはない。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止したと判断

した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対

策所に給電する手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順の

タイムチャートを第12－19図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

判断基準に基づき，非常時対策組織の要 

員に緊急時対策建屋用電源車による給電準

備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移

動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋電源

設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用電

源車を外部保管エリアから緊急時対策建屋

近傍に移動し，緊急時対策建屋用電源車接

続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，接

続口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急

時対策建屋の燃料供給配管まで可搬型燃料

供給ホースを敷設し，接続口に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建

屋用電源車から緊急時対策建屋高圧系統の

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電路の健

全性を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時

対策建屋用電源車による給電が可能である

ことを非常時対策組織の本部長に報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電

源車による給電準備を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホ

ースの接続口への接続まで２時間以内に対処

可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際

に実施するため，重大事故等対処設備を用い

た対応に悪影響を及ぼすことはない。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止したと判断

した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対

策所に給電する手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順の

タイムチャートを第12－19図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の

判断基準に基づき，非常時対策組織の要 

員に緊急時対策建屋用電源車による給電準

備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移

動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋電源

設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用電

源車を外部保管エリアから緊急時対策建屋

近傍に移動し，緊急時対策建屋用電源車接

続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，接

続口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急

時対策建屋の燃料供給配管まで可搬型燃料

供給ホースを敷設し，接続口に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建

屋用電源車から緊急時対策建屋高圧系統の

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電路の健

全性を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時

対策建屋用電源車による給電が可能である

ことを非常時対策組織の本部長に報告す

る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電

源車による給電準備を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホ

ースの接続口への接続まで２時間以内に対処

可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際

に実施するため，重大事故等対処設備を用い

た対応に悪影響を及ぼすことはない。 
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既許可 本文 2021/4/28 提出 申請書 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

新版 整理資料に基づく補正案 

＜赤字/下線：既許可からの変更箇所＞ 

備考 

重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線

量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線

量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線

量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 
 
 




